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令和３年９月16日（木曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和３年度宮崎県一般会計補正

予算（第13号）

○議案第26号 令和３年度宮崎県一般会計補正

予算（第14号）

○報告事項

・県が出資している法人等の経営状況について

公益財団法人宮崎県機械技術振興協会

公益財団法人宮崎県産業振興機構

公益財団法人宮崎県観光協会

公益財団法人宮崎県国際交流協会

公益財団法人宮崎県建設技術推進機構

宮崎県道路公社

・損害賠償額を定めたことについて

・県営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及

び調停について

○請願第３号 「労働者に対する支援の抜本的

拡充を求める意見書」の採択を

求める請願

○その他報告事項

・宮崎県中小企業振興条例及びみやざき産業振

興戦略に基づく主な取組について

・みやざきグローバルプランに基づく主な取組

について

・令和２年宮崎県観光入込客統計調査結果（概

要）について

・宮崎カーフェリー株式会社について

・第11次宮崎県職業能力開発計画（骨子案）に

ついて

・東京オリンピック・パラリンピック事前合宿

について

・木崎浜サーフィンセンターの整備及びネーミ

ングライツの導入について

・「新宿みやざき館ＫＯＮＮＥ」飲食店舗運営業

務委託の公募について

・都市計画区域マスタープランの改定について

・美しい宮崎づくり推進について

○閉会中の継続調査について

出席委員（８人）

委 員 長 日 髙 陽 一

副 委 員 長 太 田 清 海

委 員 坂 口 博 美

委 員 濵 砂 守

委 員 二 見 康 之

委 員 窪 薗 辰 也

委 員 来 住 一 人

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 横 山 浩 文

商工観光労働部次長 丸 山 裕太郎

企業立地推進局長 山 下 弘

観光経済交流局長 横 山 直 樹

商 工 政 策 課 長 児 玉 浩 明

経営金融支援室長 海 野 由 憲

企 業 振 興 課 長 串 間 俊 也

食品・メディカル
阿 萬 慎 治

産 業 推 進 室 長

雇用労働政策課長 兒 玉 洋 一

企 業 立 地 課 長 大 衛 正 直

観 光 推 進 課 長 飯 塚 実

スポーツランド
中 尾 慶一郎

推 進 室 長

令和３年９月16日(木)
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オールみやざき営業課長 吉 田 秀 樹

工業技術センター所長 藤 山 雅 彦

食品開発センター
平 川 良 子

食 品 開 発 部 長

県立産業技術専門校長 有 村 隆

県土整備部

県 土 整 備 部 長 西 田 員 敏

県土整備部次長
中 嶋 亮

（ 総 括 ）

県土整備部次長
森 英 彦

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
原 口 耕 治

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 廣 松 新

部参事兼管理課長 児 玉 憲 明

用 地 対 策 課 長 伊 豆 雅 広

技 術 企 画 課 長 桑 畑 正 仁

工 事 検 査 課 長 斉 藤 幸 男

道 路 建 設 課 長 加 行 孝

道 路 保 全 課 長 東 和 俊

河 川 課 長 小 牧 利 一

ダ ム 対 策 監 松 山 英 雄

砂 防 課 長 行 田 明 生

港 湾 課 長 鈴 木 宣 生

空 港 ・ ポ ー ト
大 浦 浩一郎

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 梅 下 利 幸

美しい宮崎づくり
黒 木 正 行

推 進 室 長

建 築 住 宅 課 長 金 子 倫 和

営 繕 課 長 巢 山 昌 博

設 備 室 長 日 髙 誠

高速道路対策局次長 伊 福 隆 徳

事務局職員出席者

政策調査課主幹 田 部 幸 信

議事課主任主事 牛ノ濵 晋 也

○日髙委員長 ただいまから商工建設常任委員

会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、当委員会に付託されました議案等につ

いて説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○西田県土整備部長 おはようございます。県

土整備部でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。

説明の前にお礼を申し上げます。

先月21日に日之影町で開催しました九州中央

自動車道高千穂日之影道路「日之影深角インタ

ーチェンジ～平底交差点」間の開通式には、大

変お忙しい中、中野県議会議長をはじめ、当委

員会からは日髙委員長に御出席をいただきまし

た。この場を借りてお礼を申し上げます。

今後とも、県内高速道路の一日も早い全線開

通と暫定２車線の４車線化を目指し、全力で取

り組んでまいります。

県議会の皆様におかれましては、引き続き、

御支援、御協力をお願い申し上げます。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す県土整備部所管の議案等につきまして、その

概要を御説明いたします。

お手元の商工建設常任委員会資料の表紙をめ

くっていただきまして、目次を御覧ください。

まず、議案につきましては、議案第１号、一
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般会計補正予算案でございます。次に、報告事

項につきましては、損害賠償額を定めたことほ

か２件について、最後に、その他報告事項でご

ざいますが、都市計画区域マスタープランの改

定ほか１件につきまして御報告させていただき

ます。

私からの説明は以上でございますが、詳細に

つきましては担当課長などから説明させますの

で、よろしくお願いいたします。

○児玉管理課長 管理課であります。県土整備

部９月補正予算の概要について御説明いたしま

す。

委員会資料の１ページをお開きください。

一般会計の繰越明許費補正の集計表でありま

す。

太線で囲んでおります９月議会申請分の欄に

ありますとおり、追加の６事業と変更（増額）

の６事業を合わせて、45億34万3,000円をお願い

しております。

２ページを御覧ください。

繰越明許費の追加は、合計６事業の９億1,660

万円でありますが、主な事業としまして、上か

ら１行目の県単特殊改良事業では、県道西都南

郷線上渡川工区の道路改良工事などを、また、

４番目の公共海岸保全港湾事業では、古江港海

岸の防波堤整備工事などを繰り越すものであり

ます。

３ページ目をお開きください。

変更につきましては、合計６事業で35億8,374

万3,000円の増額でありますが、主な事業といた

しまして、上から１行目の公共道路新設改良事

業では、県道宮崎西環状線古城工区の道路改良

工事などを、また、３番目の公共砂防事業では、

内の口川の渓流保全工事などを繰り越すもので

あります。

これらの繰越しの主な理由といたしましては、

用地交渉や関係機関との調整に日時を要したこ

と等によるものであります。

次に、４ページをお開きください。

一般会計の債務負担行為の追加であります。

河川課のダム施設整備事業で１億円をお願い

いたしております。これは松尾ダム情報基盤整

備事業において、７月豪雨により被災した放流

操作装置の更新工事の期間が年度をまたがりま

すことから、債務負担行為の設定をお願いする

ものであります。

説明は以上であります。

○日髙委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

委員の皆さんから質疑はございませんでしょ

うか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、次に、報告事項に関

する説明を求めます。

○東道路保全課長 道路保全課であります。委

員会資料の５ページをお開きください。

道路の管理瑕疵に係る損害賠償額を定めたこ

とについて、地方自治法第180条第２項の規定に

基づき、御報告いたします。

今回の報告は、物損事故が３件です。

それぞれの事故の内容について御説明申し上

げます。

発生日、発生場所等につきましては、資料の

左側の欄に記載のとおりであります。

１番目の倒木事故につきましては、道路脇の

モルタル吹きつけが施工されているのり面の上

部から落下した竹が車両を直撃し、サイドミラ

ー、バンパー等を損傷したものであります。

本件は、事故の状況から被害者に過失を問う

ことはできないと判断し、過失相殺は行ってお
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りません。

２番目の落石乗り上げ事故につきましては、

車道上にあった落石に乗り上げ、タイヤを損傷

したものであります。

本件は、被害者に前方不注視の過失がありま

すので、３割の過失相殺を行っております。

３番目の道路施設不全事故につきましては、

県道沿いの敷地に車両を駐車していたところ、

風にあおられて倒れたカーブミラーが車両を直

撃し、車両の窓ガラス等を損傷したものであり

ます。

本件は、事故の状況から被害者に過失を問う

ことはできないと判断し、過失相殺は行ってお

りません。

損害賠償額は2,541円から16万1,799円となっ

ておりまして、全て道路賠償責任保険から支払

われます。

説明は以上でありますが、引き続き道路パト

ロールを徹底するなど、道路利用者の安全確保

に努めてまいりたいと考えております。

道路保全課の説明は以上であります。

○桑畑技術企画課長 技術企画課でございます。

県が出資しております公益財団法人宮崎県建設

技術推進機構の経営状況について御報告いたし

ます。

資料は、別冊の令和３年９月県議会定例会提

出報告書（県が出資している法人等の経営状況

について）を御覧ください。

報告書の115ページをお開きください。

令和２年度の事業報告について御説明いたし

ます。

１の事業概要でありますが、県及び市町村の

委託を受けて、公共工事の積算検収や工事管理、

工事積算システムの運用管理などの業務を実施

しております。

２の事業実績につきましては、積算等事業や

施工管理事業などを実施したところであります。

次に、報告書の175ページをお開きください。

令和３年度の経営評価報告書でございます。

まず、上段の概要の上から４行目ですけれど

も、総出資額の3,000万円のうち、県出資額

が2,000万円で、県出資比率は66.7％となってお

ります。

その下、設立目的でありますが、当機構は、

公共事業の円滑な執行を支援するとともに、建

設工事の技術水準の向上を図ることにより、良

質な社会資本の整備を推進することを目的とし

て設立された法人であります。

次に、その下の表の県の関与の状況でありま

す。

まず、上段の人的支援につきましては、表の

右側、令和３年度の合計にありますように、役

員数は10名で、その内訳は、常勤３名、非常勤

７名となっており、常勤役員３名は、県職員が

１名、県退職者が２名であります。

また、職員数は合計17名で、そのうち県職員

は６名であります。

次の財政支出等は県の委託料のみでありまし

て、令和２年度は３億1,792万円となっておりま

す。

次に、その下、主な県財政支出の内容につい

てです。

まず、①の積算等事業につきましては、工事

の発注に必要な実施設計書を作成する事業で、

令和２年度の決算額は２億6,565万円余でありま

す。

②の施工管理事業につきましては、工事現場

において施工体制の点検を行う事業で、決算額

は3,585万円余であります。

以下、③の電算事業492万円余、④の新技術・
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新工法等各種情報提供事業443万円余、⑤の資格

取得支援事業704万円余となっております。

次に、その下の実施事業につきましては、①

から⑨までの９つの事業を実施しており、特に

⑧のアセットマネジメント支援事業では、県内

市町村の道路施設の定期点検などの支援を行っ

ているところであります。

次に、その下の活動指標であります。

まず、①の積算等事業の受託数は、令和２年

度の目標120件に対しまして、実績が178件で、

達成度は148.3％となっております。

次に、②の市町村等からの相談件数は、市町

村への支援の状況を判断する指標といたしまし

て、目標の80件に対しまして、実績が70件、達

成度は87.5％となっております。

最後に、③の研修延べ受講者数は、研修事業

の取組状況を判断する指標でございますが、目

標の1,900人に対しまして、実績が966人、達成

度は50.8％となっております。これは、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大防止対策といたしま

して、研修の回数や規模を縮小したことによる

ものであります。

次に、資料の176ページをお開きください。

上段の財務状況の左側、正味財産増減計算書

の令和２年度の欄を御覧ください。

列の一番上にあります経常収益は７億7,264万

円余、その１行下の経常費用は７億973万円余と

なっております。

経常収益から経常費用を差し引いた当期経常

増減額は6,291万円余の余剰金が発生しておりま

す。

中ほどの一般正味財産期末残高は５億6,582万

円余となり、その３行下の指定正味財産期末残

高の3,000万円と合わせますと、表の一番下にあ

ります正味財産期末残高は５億9,582万円余と

なっております。

次に、同じ表の右側、貸借対照表の令和２年

度の欄を御覧ください。

列の一番上にあります資産は10億5,022万円

余、その３行下の負債は４億5,439万円余となっ

ております。

表の中ほどにありますように、資産から負債

を差し引きました正味財産は、５億9,582万円余

となっております。

次に、ページの中段の表、財務指標について

であります。

まず、①の収支バランスは、経常費用に対す

る経常収益の割合を評価しております。令和２

年度は、目標の100％に対しまして、実績値、達

成度とも108.9％となっております。

次に、②の正味財産増減率でございますが、

正味財産の増減の割合を評価する指標といたし

まして、前年度正味財産に対する当年度正味財

産の割合で評価しております。令和２年度は、

目標の100％に対しまして、実績値、達成率と

も111.8％となっております。

次に、③の市町村等からの収入比率は、市町

村等からの受託の状況を判断する指標といたし

まして、経常収益に対する市町村等からの収入

の割合で評価しております。令和２年度は、目

標の50％に対しまして、実績値が58.9％、達成

率は117.7％となっております。

次に、ページの一番下の表、総合評価であり

ます。表の右側の県の評価の欄を御覧ください。

活動内容につきましては、活動指標で御説明

しましたように、新型コロナウイルスの影響は

ありましたが、積極的に事業を実施しており、

おおむね評価できると考えております。

また、財務内容につきましては、全ての指標

で目標値を達成し、健全な財務体質を維持して
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おりますので、評価できると考えております。

その下の評価につきましては、活動内容、財

務内容、組織運営、全ての項目で良好のＡとし

ております。

続きまして、令和３年度の事業計画について

御説明いたします。

報告書の122ページを御覧ください。

１の基本方針は、下から３行目以降にありま

すように、今後とも公益目的事業を的確に実施

していきますとともに、社会情勢の変化やニー

ズに的確に対応しながら、支援事業の早期展開

に向けて取り組むこととしており、継続して２

の事業計画にある９つの事業に取り組んでまい

ります。

次に、124ページを御覧ください。

収支予算書であります。

（１）の経常収益は、表の中ほど、線で囲ん

でいる経常収益計の欄にありますように、当年

度７億2,806万円余を見込んでおります。

また、（２）の経常費用につきましては、次

の125ページの中ほど、経常費用計の欄にありま

す７億5,339万円余を見込んでおります。

建設技術推進機構につきましては以上でござ

います。

○加行道路建設課長 道路建設課でございます。

引き続き、宮崎県道路公社の経営状況について

御報告いたします。

報告書の１ページをお開きください。

まず、令和２年度事業報告について御説明い

たします。

１の事業概要でありますが、一ツ葉有料道路

の北線・南線の料金徴収及び維持管理、休憩所

の管理等を行いますとともに、橋梁の耐震対策

等を行ってきたところであります。

２の事業実績でありますが、表右側の事業実

績欄を御覧ください。北線の通行台数は年間

約292万台で、料金収入が３億6,712万円余、南

線の通行台数は年間約367万台で、料金収入が４

億7,375万円余となっております。

次に、経営状況等について御説明をいたしま

す。

この報告書の177ページをお開きください。

宮崎県出資法人等経営評価報告書により御説

明をいたします。

まず、一番上の表の概要を御覧ください。

上から４行目の総出資額は29億8,700万円で、

県出資比率は100％であります。

次に、中ほどの表の県関与の状況を御覧くだ

さい。

まず、人的支援でありますが、表の右側の令

和３年度の欄を御覧ください。

役員数は合計５名で、そのうち、県職員が１

名、県退職者が３名、それ以外の者といたしま

して公認会計士１名となっております。

また、３行下の職員数は合計11名で、そのう

ち、県職員が４名、県退職者が５名となってお

ります。

その下の欄の県の財政支出等につきましては、

該当がございません。

次に、下段の表、実施事業を御覧ください。

道路公社では、①から③の事業を行ってきたと

ころであります。

次に、その下の活動指標を御覧ください。活

動指標は２つ掲げておりまして、①の一ツ葉有

料道路利用台数につきましては、令和２年度の

欄にありますように、目標値681万2,000台に対

し、実績値659万5,000台で、達成度は96.8％と

なり、②の有料道路回数券販売活動につきまし

ては、目標値２億2,464万2,000円に対し、実績

値２億6,824万6,000円で、達成度は119.4％と



- 7 -

令和３年９月16日(木)

なっております。

次に、178ページをお開きください。

一番上の表の財務状況を御覧ください。

まず、表左側の収支計算書でございますが、

令和２年度の収入、支出は、ともに８億4,194万

円余であります。

収入は通行料金収入が主なものでありまして、

支出につきましては、その内訳としまして、事

業費は道路補修や植栽等の維持管理費用で４

億9,698万円余、管理費は公社役職員の人件費や

管理諸費で１億3,358万円余、その他の支出は償

還準備金や損失補填引当金等で２億1,137万円余

となっております。

次に、右側の貸借対照表でありますが、令和

２年度の資産は、公社の現金・預金等である流

動資産と、主に道路資産である固定資産を合わ

せまして、217億8,932万円余となっており、そ

の３行下の負債は、主に未払い金や預り金であ

る流動負債と、法律で定められた特別法上の引

当金等である固定負債を合わせまして、188億232

万円余となっております。その下の資産から負

債を差し引いた正味財産は、県の出資金で29

億8,700万円となっております。

次に、その下の財務指標でありますが、道路

料金収入を指標としております。指標の達成度

でありますが、令和２年度の欄にありますよう

に、目標値９億3,212万円余に対して、実績値が

８億2,929万円余、達成度が89.0％となっており

ます。

次に、中ほどの表、直近の県監査の状況につ

きましては、特に指摘事項等はありませんでし

た。

次に、下段の表、総合評価を御覧ください。

表の右側、県の評価でありますが、令和２年

度は、コロナ禍の影響もあり、道路利用台数及

び道路料金収入の目標値を達成することはでき

ませんでした。

今後、引き続き、料金収入の確保や経費削減

に取り組み、経営基盤の強化を図るなど、県出

資金の早期償還に努め、さらに、国土強靭化の

観点から県民の生命、安全・安心な暮らしを守

るため、道路等の計画的な補修、橋梁の耐震対

策及び津波避難誘導対策を着実に推進していく

必要があると考えております。

次に、評価といたしまして、活動内容、財務

内容はＡ、良好としており、組織運営はＢ、ほ

ぼ良好としております。

続きまして、令和３年度の事業計画について

御説明いたします。

恐れ入りますが、戻っていただき、報告書の

５ページをお開きください。

令和３年度の事業計画書であります。

１の事業概要、２の事業計画でありますが、

引き続き料金徴収及び維持管理等を行うととも

に、北線パーキングエリアの公衆トイレの改修

や、橋梁の耐震化及び津波避難誘導対策に取り

組んでまいります。

６ページをお開きください。

３の収支計画でございますが、収入は８

億5,360万円余、支出は12億5,499万円余を見込

んでおります。

なお、収支差の４億139万円余につきましては、

毎年度、利益相当分を積み立てております償還

準備金を充てることとしております。

道路建設課につきましては以上でございます。

○金子建築住宅課長 建築住宅課でございます。

委員会資料の６ページをお開きください。

県営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及

び調停について、地方自治法第180条第２項の規

定に基づき、御報告いたします。



- 8 -

令和３年９月16日(木)

家賃滞納者との和解についてであります。

表に記載しております相手方につきましては、

家賃を長期間滞納しており、再三の納付指導に

もかかわらず改善しなかったことから、宮崎県

営住宅の設置及び管理に関する条例第33条第１

項の規定に基づき、住宅の明渡し請求を行った

ところですが、相手方から明渡し期限前に、滞

納している家賃を分割納付する旨の申出があり

ました。

その後、約束どおりの納付が確認できている

ことから、滞納の解消が見込まれると判断し、

継続して入居することを前提に和解を行うもの

であります。

なお、表の右端、専決年月日欄に記載した日

に専決処分を行っております。

建築住宅課の説明は以上でございます。

○日髙委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

委員の皆様から質疑はございませんでしょう

か。

○二見委員 のり面工事とかの維持補修や安全

対策をちゃんとされているのかと、この間の委

員会で伺ったんですが、最近も竹や木が倒れて

くるという話を結構聞いています。私はいつも

三股町から山之口へ抜ける県道を通ってくるん

ですけれども、数週間前だったか、ずっと沿道

の草刈り等をされていました。きれいになった

なと思ったんですけれども、先日通ったときに

はそこにもう竹が倒れてきていました。

先ほどの事故の中でも竹が倒れてきたという

ような説明があったんですけれども、そういう

維持管理をしているときにそこまでちゃんと

チェックできないものなのでしょうか。

あと、木や竹などが長い区間で生えていると

ころがあるのですが、何かあったたびにそこだ

けちょんちょんと切って対応していてもらちが

明かないと思うんです。樹齢とかも大分上がっ

て大きくなってもう倒れかかってきているよう

なところもあれば、所有者がこちらにいなかっ

たりするところもあり、今後、非常に大変だと

思うんです。

県として、そういったところに対する対策は、

どのように考えていらっしゃるんでしょうか。

○東道路保全課長 倒木の事故が全体の事故件

数の４分の１程度を占めております。今おっ

しゃったように、高木や老木、枯れた木が増え

てきておりまして、現在、定期的に行っている

道路巡視の中で見つけた木に鉢巻きをしており

まして、その木がある土地の所有者を調べなが

ら順次計画的にやっているところでございます。

しかし、県内で抱えている路線は2,900キロメ

ートルちょっとありますので、なかなか行き届

かないところではありますけれども、道路の現

状、交通量等を加味しながら、優先度をつけて

順次対応していきたいと思っているところでご

ざいます。

○二見委員 確かに距離も長いし、本当に大変

なんだと思うんです。でも、そういったものを

管理するに当たって、木なんて一年で大きくな

るわけじゃないですし、カメラ技術も発達して

ますので、県道を一度全部録画して管理するぐ

らいのことをしておいたほうがいいのかなとも

最近思いました。

優先順位をつけながらということもあるんで

しょうけれども、そういうことでもやっていか

ないともう間に合わないというか、全部後手後

手のような感じがするから、ぜひ御検討をいた

だきたいなと思っています。

○来住委員 県営住宅の管理上必要な訴えにつ

いてお聞きしたいと思います。
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訴えを出すまでに、例えば何か月以上の滞納

があって、督促状を何回か出して、何回かおい

でくださいというような手順があると思うので

すが、まずはそれを教えていただけませんか。

○金子建築住宅課長 まず、３か月以上滞納が

ありましたら納付指導を行い、６か月で明渡し

請求を行うことになります。ただ、その間に１

か月後には督促状や催告書を出し、３か月を過

ぎましたら、県営住宅の家賃等滞納額通知書と

いうことで、保証人とかにも連絡をして納付指

導を行います。

６か月滞納になりましたら、こういった明渡

し請求とか契約解除を通知することになってい

ます。

○来住委員 具体的に2020年度、19年度、18年

度と、ここ４年間ぐらいのこの訴えの件数とい

うのが分かりますか。

○金子建築住宅課長 令和２年度は訴えの提起

はございませんでした。元年度につきまして４

件、平成30年度につきまして２件でございます。

○来住委員 訴えを出して、今回のように和解

が成立して、今後はこのように支払いますとい

う約束をされたのが何件あるのか。それから、

和解も成立しないで実際に明渡しをした人が何

人いらっしゃるんでしょうか。

○金子建築住宅課長 昨年度は、明渡し請求を

４件いたしまして、そのうち１件について今年

度に訴えの提起を行っております。元年度につ

きましては、訴えの提起が４件あり、そのうち

３件について令和２年度に強制執行を行ってお

ります。

○来住委員 強制執行をした方の家賃滞納分は

残りますよね。それは具体的にその方に引き続

き請求していくとか、または保証人に県が請求

するとか、その辺はどうなっているんでしょう

か。

○金子建築住宅課長 退去された方につきまし

ても、引き続き徴収を行っています。ただ、連

絡が取れない方につきましては、なかなか徴収

が難しい状況にあります。

それから、保証人の方への徴収につきまして

も、催告をして代わりに払っていただけるよう

にお願いはしているところなんですけれども、

もう保証人の方がいなかったりとか、保証人の

方もそういった余裕がない方がいらっしゃいま

すので、請求はしていない状況でございます。

○有岡委員 報告書の115ページの事業実績に、

資格取得支援事業ということで700万円強の予算

が毎年組んであるようですが、どれぐらいの方

たちが資格を取っていらっしゃるのか。まずは

その点をお伺いいたします。

○桑畑技術企画課長 実績がすぐ出ませんので、

少しお時間を頂いてよろしいでしょうか。

○有岡委員 では、あわせて、該当する方たち

が例えば建設業協会からの紹介で受講できるの

か、それともどなたでもフリーに要望すれば受

講できるのかも教えていただけるとありがたい

です。

○児玉管理課長 先ほどの実績でございますけ

れども、令和２年度は、65社の103名に対し、120

件の支援を行ったところでございます。

それから、必ずしも協会とかそういうことに

限らずに補助制度は使っていただいているよう

な状況でございます。

○濵砂委員 178ページの宮崎県道路公社の固定

資産の評価はどういう方法でやるんですか。

○加行道路建設課長 この資産につきましては、

ほぼ今まで借入金を利用した道路建設費の予算

になっております。

○濵砂委員 通常の資産評価じゃなくて、いわ
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ゆるかかった費用を固定資産として見るという

ことですね。

○加行道路建設課長 はい、そういうことです。

○濵砂委員 ほかの有料道路等についてもそう

いう見方をするんですか。

○加行道路建設課長 国のほうについても、地

方道路公社法に絡むところについてはこのよう

な評価をしております。

○日髙委員長 関連でございますでしょうか。

そのほかは大丈夫でしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、次に、その他報告事

項に関する説明を求めます。

○梅下都市計画課長 都市計画課であります。

委員会資料７ページをお開きください。

都市計画区域マスタープランの改定について

御説明いたします。

１の概要であります。都市計画区域マスター

プラン、以下「プラン」と申しますが、都市計

画法に位置づけられている法定計画であり、都

市計画区域ごとの整備、開発及び保全の方針を

定めるものになります。

本県では、県内に18ある都市計画区域ごとに

策定するのではなく、生活圏が同一となる６圏

域ごとに集約、まとめてプランを策定すること

で都市計画の広域的な調整を図ることとしてい

るところであります。

８ページの上にありますプランの圏域図を御

覧ください。

赤線で示す県内18の都市計画区域と対応しま

す６圏域を示してございます。

７ページ中央の図、赤枠のプランの位置づけ

としましては、下矢印の市町マスタープランと

右矢印の個別の都市計画に対する上位計画とな

るものであります。

このプランの内容としましては、８ページの

下、プランの構成にありますとおり、第１章か

ら第４章までにわたって、都市計画の目標や区

域区分の決定の有無、主要な都市計画の決定方

針などについて６圏域ごとに定めております。

次に、７ページの図の下、２の改定内容であ

ります。

今回の改定は、コンパクトな都市の形成を図

るという本県の都市計画に関する基本方針の考

え方を維持しながら、都市計画関係法令の改正

等に伴い、（１）にある新たな都市施策などの追

加や、おおむね５年ごとに行います都市計画に

関する基礎調査の結果に基づき、（２）の人口や

産業の将来推計等の時点修正など、圏域ごとに

一部改定を行うものであります。

最後に、３、今後の改定スケジュールであり

ます。

10月にパブリックコメントの実施と並行して

進める関係機関との協議を踏まえ、改正の原案

を取りまとめることとしております。

また、12月の都市計画審議会において、原案

に対する意見聴取や国との協議、市町への意見

照会など、法定手続を進めてまいります。

その後、来年３月に都市計画審議会へ諮問し、

国土交通大臣の同意を得まして、来年６月にプ

ランの決定、公表を予定しております。

都市計画課からの説明は以上であります。

○黒木美しい宮崎づくり推進室長 美しい宮崎

づくり推進室であります。委員会資料９ページ

をお開きください。

美しい宮崎づくり推進についてであります。

１の美しい宮崎づくり推進計画の概要につき

ましては、美しい宮崎づくり推進条例に基づき、

良好な景観の保全・創出・活用を通じ、魅力あ

る地域をつくることを目的に、平成29年11月に
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推進計画を策定しました。

本計画は、令和８年度までの10年間を推進期

間とし、各部局が連携して施策に取り組み、目

標の達成状況等を踏まえ、施策や目標数値の見

直しを随時行うこととしております。

下段の２、これまでの成果としまして、美し

い宮崎づくりに係る機運の醸成や人材育成の取

組のほか、全国初となる県内全市町村におきま

して景観計画が策定されるなど、美しい宮崎づ

くりという考え方が県内に広がり、活動団体等

による景観形成活動が行われているところであ

ります。

10ページ目には、抜粋でありますが、計画に

定めています数値目標の進捗状況を示しており

ます。

太枠で囲まれた欄は令和２年度の実績であり

まして、この令和２年度は短期目標年次となっ

ておりますので、その右の欄、短期の進捗率で

もお分かりいただけるように、新型コロナ感染

症の影響等もあり、短期目標を達成できなかっ

たものもありますが、県道の沿道修景美化に関

する維持管理協定の締結団体数や、河川パート

ナーシップ事業参加団体数につきましては、短

期目標のみならず、長期目標も達成しておりま

す。

なお、先ほど申しました一番上段の景観計画

策定市町村数につきましては、令和３年４月に

最後の自治体が策定を終了しておりますので、

現在は100％の進捗率となっております。

次に、10ページ目の下段、４の今後の取組の

方向性につきましては、（１）の美しい宮崎づく

り推進計画のさらなる推進としまして、全県・

全庁的に取り組みながら施策の進捗状況を毎年

度検証し、必要に応じて施策に反映させていき

ます。

また、（２）の本県の良好な景観の発信及び活

用の強化につきましては、県外に向けての情報

発信や関係部局と連携し、景観を活用した観光

誘客などに取り組み、あわせて、（３）のアフタ

ーコロナやウィズコロナを見据えた取組も進め

ていく必要があると考えております。

資料の11ページ目からは、昨年度の施策の取

組状況になります。

重点施策１、景観による地域のブランド力向

上としまして、（１）の①から④の視点場または

沿道における景観の磨き上げが県内各地で実施

されたほか、（２）の③のみやざきビューポイン

トのＰＲとしまして、県内18か所の視点場の紹

介動画を作成し、ユーチューブチャンネルにて

一部公開をしております。

次に、下段、重点施策２、景観を生かしたお

もてなしでは、（３）の①、②の県の玄関口とな

る空港花壇や宮崎駅周辺におきまして、植栽に

よるおもてなしづくりを実施しました。

最後に、12ページ目になります。

重点施策３、宮崎を美しくする人づくりでは、

（１）の④、⑤の民間と連携した景観形成活動

や、（３）の③の美しい宮崎づくり活動団体登録

制度の普及に取り組みました。

今年度以降も引き続き関係部局や市町村と連

携し、県民や事業者の皆様とともに美しい宮崎

づくりの推進に取り組んでまいります。

説明は以上であります。

○日髙委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

質疑はございませんでしょうか。

○有岡委員 美しい宮崎づくりの関係で、資料

の10ページからお尋ねしたいと思います。河川

パートナーシップ事業参加団体数は、令和８年

の目標値以上に団体数が増えているということ
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ですが、今後の目標として、団体数を増やして

いくのか、それとも現状でもっと充実していく

のか。そこら辺の判断はどうされているのか、

一点お尋ねいたします。

○小牧河川課長 河川パートナーシップにつき

ましては、地元住民の方たちに非常に御協力い

ただきまして目標を達成させていただいている

状況にございます。

なお、もともと河川管理者が刈るべきところ

を河川パートナーに応援していただいていると

ころですが、実際、まだ刈るべきところはござ

いますので、本来であれば数を増やしていきた

いというのが現状です。

しかし、地元住民の方たちの高齢化が進んで

おりまして、一時期よりもパートナーシップの

団体数が増えている状況ではございませんので、

今後の推移を見ながら、さらに増やしていくの

か、それとも現状を維持する方向でいくのか検

討させていただきたいと考えております。

○有岡委員 同じく10ページに記載のある、県

管理道路の沿道修景美化に関する維持管理協定

の締結団体数が、現在は16団体ということです

が、この16団体がどういう活動をされたのかを

お尋ねします。というのは、子供たちの通学路

を見てみると、空き缶やペットボトルが捨てて

あるという状況が以前からあったんですが、最

近はごみ袋ごと捨ててあるような環境があちら

こちらに見受けられます。

このようなことから、もっと根本的に県とか

市とかこの団体という枠を超えて、県民全体の

意識を変えていかなきゃいけない時期に来てる

んじゃないかなと思うんです。

○東道路保全課長 まず、16団体の内容ですけ

れども、沿道修景の美化事業の見直しを、平成29

年に基本計画という形で策定しておりまして、

その前の年からモデル事業を各事務所単位で

行ってきております。そのモデル事業で行った

後、地域の方々に継続して管理をしていただい

ているところです。

例で申しますと、小林管内でいきますと、野

尻湖周辺ですとか、萩の茶屋の周辺、それと西

都のおがわ作小屋ですとか、あと高鍋管内では

各企業さんに国道10号沿いの植栽ますの管理と

いったところを担っていただいております。

その後、資料の表の上にあるクリーンロード

みやざき推進事業において、道路でもアダプト

を始めまして、平成30年度以降、新たに６件の

団体と締結させていただいております。その中

で例えば高千穂通り─宮崎駅前から山形屋に

関する道路の植栽なども担っていだいている状

況でございます。

先ほど委員がおっしゃいました県内全域と

いったところにつきましては、クリーンロード

みやざき推進事業の中で協定を締結しており、

沿道美化が98団体、草刈りの協力が101団体とい

う状況でございます。これからも地域の皆様方

と一緒になって沿道修景の美化に努めてまいり

たいと思っています。

○有岡委員 協力していただいている団体がい

らっしゃるのはありがたいことです。ただ、観

光地として見ると、どうしても生活道路にいろ

んなごみを捨ててしまっている県民もおり、今

後の課題としてこういう意識をどう変えていく

かということに取り組まなきゃいけないなと。

シンガポールとかに行きますと、ごみを捨て

ると罰金とかいろんなルールがあるようですけ

れども、宮崎県の場合でもやはり県民の意識を

底上げするような施策が必要です。そういった

取組をする中で美しい宮崎づくりという言葉が

生きてくると思いますので、マスコミでも幾つ
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か取り上げてＰＲしていただいているようです

けれども、県民全体の意識を高めていただける

ような施策が必要かなと思っていますので、ど

うぞまた今後ともよろしくお願いします。要望

です。

○坂口委員 都市計画の見直しに関しては、大

きい流れの中で、これまでは人口増、利便性の

向上、スマートシティーといった、いわゆるグ

ローバルとかデベロップというようなキーワー

ドでの計画見直しで、面積でいえばだんだん広

がってきているというような感じだと思います

が、急激な人口減少時代に入って、ゆとりや多

様性、安全性といった質を重んずるというか、

求めていくような時代になりました。

今回の見直しで大きく変わったものや、これ

から先の方向性はどうなっていますか。

○梅下都市計画課長 委員会資料の７ページの

中央の図にありますように、都市計画区域マス

タープランというのを赤枠で囲んでございます。

その１個上にマスタープランの県の全域版とな

ります都市計画に関する基本方針というのがご

ざいまして、こちらは平成29年３月に大きく改

定をいたしました。その際、委員のおっしゃい

ました人口減少とかを踏まえて、いわゆる都市

化に住む社会から都市型で成熟していく都市型

社会への転換といった中で、これからの都市づ

くり、まちづくりをどのように行うのかという

のが大きく変わったところと思っています。

その中での基本方針としまして、宮崎県が目

指す都市づくりは、豊かな自然環境と共生する

人口減少下でも持続可能な都市を実現して、県

土の発展につなげていこうということでござい

ます。

あわせて、この29年度の改定のときに、防災

安全関係、いわゆる東日本大震災とかもござい

ましたので、そういった防災に強いまちづくり

といった観点も大きく反映させておりますが、

そういったいわゆる基本方針の改定は今回ござ

いません。

今回の赤枠で囲みました区域マスタープラン

は５年ごとに基礎調査を行いますので、そういっ

た調査の結果に基づく時点修正と、あわせて、

５年間に国が新たに追加された都市施策などを

追加させていただいているということで、こち

らが平成16年に策定しており、今回が３回目の

改定になってございます。

○西田県土整備部長 今の回答に補足させてい

ただきます。

都市計画というのは、御承知のとおり、20

年、30年後の町の姿を描くものであります。委

員がおっしゃったとおり、まさに曲がり角に来

ている非常に大きな転換期であります。そういっ

たこともありまして、先ほど説明した７ページ

の２の改定の内容の（１）にそれぞれ項立てし

ております。

例えばグリーンインフラを追加する。これは、

カーボンニュートラルに向けた投資であります。

ウォーカブルというのは、道路の多様な使い方、

歩きたくなるようなまちづくりを目指しましょ

うというようなことであります。ワーケーショ

ンは生活様式の変化、働きながら、そしてバケ

ーションも楽しみながらといったような生活様

式の変化への対応であります。流域治水、これ

はもう治水対策の変化で、流域の全ての関係者

が対策を講じましょうといったようなこと。さ

らに復興事前準備におきましては、激甚化・頻

発化する自然災害や切迫する巨大地震等への対

応を、先手を打ってやりましょうといったよう

なことであります。

今後、我々が念頭に置いておかなきゃいけな
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いそういったものを、このマスタープランの中

に盛り込んでいって、将来のまちづくりを行っ

ていこうと、そういった考えで計画立案を進め

ておるところであります。

○坂口委員 やっぱりそこらがすごく今後大き

く、しかも急激に進んでいくのかなと思うんで

す。その中で、例えば、県の総合計画では人口

減少に歯止めをかけるという、これは希望の下

での計画を組んでいます。しかしながら、現実

的には急激な人口減少というのを止めるのはな

かなか難しいと思うんです。

これは具体的に今後は民間を含めた投資をし

ていって一つのまちづくりをやろうという、本

当に現実の計画です。期待する総合計画じゃな

くて、現実にこうなっちゃうよという、これが

やっぱり一番理想的なまちづくりだよという、

生活のかかる計画ですから、人口減少というの

は僕はもう避けられないと思うんです。

人口減少に歯止めをかけて元気を出そうとい

うのは、掛け声だ思うんです。人口減少になっ

ても元気のある、生きていけるところをつくっ

ていこうという現実を目指した都市計画でない

と駄目。人が減ってもそこにはにぎわいが確保

できるよという、そういった大きいベースとい

うか、基本的な考え方の中で、そこに審議会な

り専門家が入ってやっていく。だから、その根

底にあるものは、そこに住んでいる人たちの素

朴な疑問とか、そういった経験則からくる「う

ちの町は将来は恐らくこんなになるぞ」という

ようなものがあって、その中で専門家のそれで

もコンパクトで元気のある、そして全てを満た

せるような、安心・安全から災害に強いとか、

ＢＣＰだったり、そういったのをどうやろうと

いうものをベースにしたものの中で、審議委員

の専門的な計画を組んでいかないと僕は間違う

んじゃないかなと思うんです。

総合政策部が持っている将来計画、あるいは

将来プランみたいなものから持ってきて、それ

が唯一無二の将来の宮崎県なんだ、その町なん

だということの下での理想的なまちづくりでは、

ちょっと違うんじゃないかな。幾ら我が町から、

我が村から人口が少なくなっていっても、元気

のある町を維持していけるという下で、そこに

住む人たちにしっかり責任を持てる町、それが

これなんだという都市計画でないといけないん

じゃないかなという気がします。

言うのは簡単で、じゃあ実際はお前はどうや

るのかと言われたら分からないんですけれども、

現実的な将来を見据えて、シビアにそこが将来

どうなっていくというのを見据えた計画をつ

くっていただければなという気がします。これ

は要望に止めておきます。

○窪薗委員 今の坂口委員の関連ですけれども、

５年ごとにこれを調査されるということですが、

以前の改定版というのはどういった計画がされ

て、今回の改定版の主な骨子というのは、どの

部分になるんですか。

○梅下都市計画課長 ８ページの下のほうにマ

スタープランの構成が書いてございます。

今回改正する内容は、第２章の都市計画の目

標の市街地や拠点の時点修正等を行います。

第３章は線引き制度の決定の有無等でござい

ますが、調査に基づきまして、人口や産業の規

模についての数値の時点修正を行います。

最後に、第４章、主要な都市計画の決定方針

でございますが、こちらに先ほど部長から説明

をさせていただきました新たな都市施策の方針

や、グリーンインフラ等の５つの項目等を新た

に盛り込んでいこうと考えておりまして、そう

いった理念や方針をプランに記載することで、

令和３年９月16日(木)
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実現に向けた大きな道筋を明らかにしようと考

えてございます。

○窪薗委員 上の地図でそれぞれの市町村に赤

マークがありますが、市町村単位あるいは圏域

で策定するということになるんですか。それと

も県で一本でしょうか。

○梅下都市計画課長 ８ページの圏域図の赤線

で囲まれているのが都市計画区域でございます。

全部で18区域ございますが、前回の改定までは、

赤く囲まれた都市計画区域ごとに区域マスター

プランを策定してございました。前回の改定で、

区域ごとにプランを18個つくるのではなく、生

活圏が同一となる６圏域ごとに赤線で囲まれた

プランをまとめてつくったところでございます。

例えば、中部圏域でいきますと、宮崎広域と

田野、それと綾がありますが、こちらについて

は、宮崎広域と田野は合併して１つの市になっ

てございますので、そういった広域的な調整を

図る意味で、個別につくるのではなく、集約し

て圏域ごとに策定させていただいているという

ところでございます。

○来住委員 昨日、議場にいらっしゃいました

ので部長にお尋ねしたいと思います。例の高岡

町の太陽光の建設のことに関連してですけれど

も、その予定地、建設されているところに降る

雨水などの水処理をどうするかというのは非常

に重要なことです。林地ですので、環境森林部

が許認可するわけですが、しかし、それをする

上で、高岡土木事務所も当然意見を述べている

んだろうと思うんです。

現実には尾谷川とか内山川に発電所地域の雨

水が流れていきますから、例えば尾谷川だとか

内山川のいわゆる川のそれは全く動かさないわ

けですか。つまり、改修はしませんので、現実

に今あるところに流していきますから、当然そ

こに流す水の量というのは決まってくると思う

んです。そのためには、昨日言ったように、か

なり大きな第１、第２の調整池というものを当

然つくっていくと思うんです。

そういう点で僕がお聞きしたかったのは、当

然、高岡土木事務所はしっかりしたものをつく

りなさいよという条件をつけて許可を出してい

ると思うんです。高岡町の太陽光には関係せん

でもいいんですけれども、予定どおりに物事が

進まずにそれを変更するということが起こりま

すよね。そういうものに対しては、例えば今回、

県有地の場合だったら当然、環境森林部に３か

月に一回報告されているんですけれども、県土

整備部には報告が来ないのかなと思ったり。

当然皆さんのほうでも、それはどういうふう

に計画が変更されていくのか非常に関心事のあ

るところだと思うんです。そういうのは一般的

にはどうなっているのでしょうか。

僕が言いたいのは、高岡土木事務所がこうい

う形で排水について許可しているわけですから、

それがもし変更になるのであれば、当然、高岡

土木事務所に変更届なりそういうものがしっか

り提出されて、改めて高岡土木事務所がそれの

変更を許可するということになると思うんです

けれども、そこら辺の一連の動きは今どんなも

のだろうかなと。

○西田県土整備部長 山林であったところを伐

採して何かをつくるとか、いわゆる開発行為を

行う場合は、そこに係っている関係法令に照ら

して開発を許可するものが分かれております。

開発をするということになりますと、当然流出

増が出てまいりますので、それに関しましては

放流先─河川なんですけれども、それを管理

しております県土整備部の所管する土木事務所

に、流出増に対する流出抑制策といったものを

令和３年９月16日(木)
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協議するようになっております。

基本的には、開発が行われた後に増える量を

開発が行われる前の値まで調整しなさいという

ことで、調整池などを設置するといったような

ことがありまして、それを土木事務所は審査を

行います。それで妥当であれば許可をしますし、

物事が進んでいくといったような流れになって

おります。

一度許可した後の変更というものですけれど

も、開発の面積が変わったりとか、その中身が

変わった場合は、そこで流出の変化が生じるよ

うな場合は当然、申請者側が再度申請を行い、

それに対して審査をすべきものだという認識で

はありますけれども、それの実態に関しまして

はお時間を頂いてもよろしいでしょうか。

○小牧河川課長 開発行為については自然環境

課であるとか、市町村であるとか、そういうと

ころが基本的に許可をしております。その際に、

委員がおっしゃいましたように、流出増が見込

まれるときにはこういう対策をしなさいという

のは、河川管理者と協議して同意するというこ

とで許可は成り立っております。基本的にはそ

の後の変化とかそういうものに関しても、許可

をした部局─自然環境課であるとか市町村、

そういうところが判断しまして、必要に応じて

河川管理者にも協議が上がってくるということ

になります。

それをこちらで見まして、それに対する対策

をこういうふうにやるべきだということを許可

するところに協議しまして、それで変更してい

くという形になろうかと思います。

○来住委員 僕は全く素人ですからそのつもり

で聞いてほしいと思います。それで、いずれに

いたしましても、昨日も僕が問題にしましたよ

うに、工程表を含めて許可を出していると思う

ので、工程表というのは非常に大事じゃないか

と。現実には昨年の６月か７月ぐらいまでに調

整池はできていなきゃいけないのにできていな

い。第２調整池はいまだに全く手がついていな

い。僕も何回も見に行きましたけれど、第１も

まだまだ。

今日、僕が皆さんにお願いしたいのは、事故

があってからじゃ遅いので、当然皆さんは皆さ

んで関心を持っていらっしゃると思うんですけ

れども、特にこの場合だったら高岡土木事務所

が管理する川に直接流れていきますので、そう

いう点では本当に関心を持っていらっしゃると

思うんですけれども、持っていてほしいなとい

うのが私の率直な思いです。

とにかく建設中に流れ出してくるということ

になったら大変ですし、それから、実際に建設

が終わった後も、盛土した土地がしっかり収ま

ると、つまり流れ出ないということなどは、こ

れは直接は環境森林部がちゃんと見ているとは

思うんですけれども、ぜひそこは頭に入れておっ

てほしいなというのが私の思いなんです。ぜひ

そこは関心を持っておいてほしいと思います。

○日髙委員長 関連でよろしいでしょうか。

そのほかはよろしいでしょうか。

○坂口委員 話が全然ここから外れるんですけ

れども、せんだって例の一ツ葉の海岸浸食の視

察に行ったんです。あそこはしょっちゅう見て

いるんですけれども、工事に全く進捗がないよ

うな気がするんです。あれは国の事業ではある

んですけれども、あそこが完成をするなり一定

の目標を達成したら、恐らく管理がまた県に返っ

てくるのかなと思うんです。そういった計画と

いうのは、何年何月に管理を県に移行しますと

いう国と県との約束が一つある思うんです。

あそこがいつ返ってくることになるのかとい
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うのが一つと、あの工事を始めてから何年ぐら

いたって、計画の進捗率、成果がどれぐらい来

ているのかというのがもし分かりましたら教え

ていただけると。

○小牧河川課長 すいません、年度と進捗状況

についてはちょっとお時間を頂きます。現況、

計画につきましては、大きく分けて、突堤の建

設と養浜ということで計画を進めております。

実際に養浜は毎年行っておりますが、突堤の建

設が今のところは関係者との調整であまり進ん

でいないような状況でして、これにつきまして

は、今年度、国がいろいろ調査を行って関係者

と協議を行うと聞いております。

事業年度につきましては、国では平成20年度

から令和９年度までと計画しておりまして、９

年度完了後、県の管理に移行するという計画に

なっております。

○坂口委員 地元との協議はこれからと言うけ

れども、工事が進んでいるんだから、これまで

ずっとやってきているんです。地元との協議の

距離が縮まっているのか縮まっていないのかと

いうと、外から見た感じでは縮まっていないん

だなという気がするんです。

というのが、最初、突堤は300メートルだった

ですよね。それで浜が収まるというシミュレー

ションだったはずですから、それが50メートル

になっちゃったら収まらないのは、これは素人

にも分かるんです。でも、そのまんまでずっと

やってきているということは、協議の見通しは

かなり厳しいという具合にやっぱりここで判断

すべきだと思うんですけれども、その見通しは

いかがでしょうか。

○小牧河川課長 おっしゃるように、平成20年

から地元の方たちと調整をしながらここまで来

ている中で、まだそれが成立していないという

ことを考えると、いろいろな問題が非常にあり

ます。しかし、今の工法というのは、これまで

積み重ねた議論の中で決まっておりますので、

現時点ではそれを進めるために今年度地元と調

整すると国から聞いておりますので、今年度辺

りが一つのターニングポイントになる可能性は

あるかなと思っております。

○坂口委員 まず、地元の協議というのは、国

に任せちゃ駄目だと思うんです。漁業者は魚が

取れなくなるという、農家でいえば畑を取られ

る、取られないというのと同じような悩みだと

思うんです。浜を肥やす、養浜をやるというこ

とは、資源には物すごいプラス効果なんです。

そして、漁業と農業の違いは、農業は自分の土

地なんです。そこを動けない、そこしか自分は

利活用ができない。取られたらゼロなんです。

海というのは地先が出ていくだけで、海が肥

えれば資源は増えるし、漁場は面積も何もかも

変わらないんです。汀線から何キロ先まで、何

マイル先までがどういうことが許可されますと

いうのは、自分の財産と考えれば、そこで資源

が増えていって漁師に対して悪い話じゃないん

です。それを平成20年からやっていて一向に進

捗しないどころか、計画の300メートルを50メー

トルに、６分の１にまで短縮せざるを得ないと

いう。仮に50メートルが完成してもこれは全く

収まらないです。浸食は続きます。

だから、今年一年が地元との協議の期限なら、

徹底して県が─土木方だけではなくて水産方

も─宮崎空港の延長のときと同様に積極的に

膝を交えて行うべきです。

それでも望みは薄いでしょうけれども、300メ

ートル伸ばせる、伸ばせないの判断も同時にやっ

て、その工法を本当にあそこでやっていくのか。

せんだっての説明では、毎年20万立米が沖に出
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てしまって、そして16万立米しか入れていない

という説明だったかな。それだけでも４万立米

足りなくなっているからだんだん細るはずです。

もうこの工法はバツです。

そこで、そういったことを一つ大きい課題と

して捉えて─令和９年までと言われたですね

─５年間しか余裕がないわけです。先ほどの

美しい宮崎づくりから言っているんですけれど

も、あそこはやっぱり目玉ポイントです。あそ

こで美しい宮崎をイメージできる海岸ができる

かできんか、令和９年に本当に国がそこまで約

束どおりやって返してくれるのかというと、県

としては非常にこれは厳しいなという判断をし

て、求めるべきものを求めていく。

僕はやっぱり工法の変更だと思うんです。今

の突堤をやって養浜の工法では、未来永劫と言っ

ていいぐらい無理だと思うんです。その理由は、

さっき言ったように、漁師との折り合いがつか

ないというのが一つと、今はほとんど河川の掘

削土を持ってきています。この掘削土の粒子な

り比重なり、粒子の径がどんなになっているの

か。そのまんま持ってきちゃったら、あの砂浜

では重いものは波で沈んじゃいます。大きいも

のは沖に流れ、あの小さいもの─ヘドロに近

いものは、限りなく沖に出てバームも形成しな

いで単なる沈下をして広がるだけ。これは次の

返す波が来たって元の場所に返ってこないです。

だから、出ていくばっかりで返ってこない。

海が何千年と汀線を同じところに持っている

というのは、変動性のバームになって、そのバ

ームが出たり入ったりして、ある時点での帳尻

がプラスマイナスゼロになるから海岸線が浸食

されずにきただけで、そのバランスが取れなく

なった。それは粒子があまりにも小さかったり

軽過ぎたりして、もう際限なく沖まで出てしまっ

て、もう波の影響も受けない、潮流の影響でも

返ってこない、漂っているだけ。それから、海

中の砂の中に沈下したり。だから、それを骨材

として、材料としてあそこに入れるのなら、僕

はストックヤードをつくって、そこでしっかり

とした再資源として処理をして、土質改良をやっ

て本当に適するものを一つ持ってくるというこ

と。

木崎海岸はある程度成功していると思うんで

すが、あそこは広い意味での湾です。だからそ

こで沿岸流なり離岸流なり、一ツ葉とは全く条

件が違うと思うんです。やっぱりここは沿岸流、

それから離岸流で沖に出したり、南方向に流れ

ていったりするので、突堤になったんでしょう

けれども、その突堤もほとんど効果のない突堤

では根底から崩れるわけです。そういうことで

工法を変えていかなきゃ駄目だと。

それと、せんだっての国の説明では、サンド

パックでちゃんと止めるんだと言ったけれども、

サンドパック工法なんて全国でもう聞いたこと

ないです。だから、全国で何か所ぐらいサンド

パックをやっているのか。そんな古い工法で本

当に大丈夫なのかというところを河川課長はど

んな具合に判断されますか。

○小牧河川課長 今、全国的に何か所あるかと

いうのは把握しておりません。基本的にサンド

パックというのは、通常の固いブロックでの護

岸とは違って、そこに養浜された砂があること

が前提で、その奥にサンドパックがあることで、

大きい台風時にそこで最終的に食い止めるよう

なものと考えております。

ということで、基本的には、養浜された砂が

そこにちゃんと保全されていることが前提で、

多分そういうサンドパックというのはあります

ので、逆に言うと、突堤、そして養浜、それが

令和３年９月16日(木)



- 19 -

令和３年９月16日(木)

完成した上で効果が発揮できるものと理解して

おります。

○坂口委員 結論を言うと、突堤は伸ばせない

のでサンドパックは適さないということになり

ますよね。サンドパックは強度が弱く、耐用年

数が物すごい短いですから、ああいったすごく

荒れているというか、波がどうなっているか分

からんところでは破れますよね。ということは、

サンドパック工法を使うような現場というのは

物すごく少ないと思うんです。

そんなものをなぜあそこで毎年性懲りもなく

やっているのか。これが破れたりして流れてほ

かのところに行ったりしたら大変な問題です。

そこのところを県としてはしっかり検証して

いって、駄目なものは駄目だと。突堤があって

初めてサンドパックの効果が出る。養浜が出て

沖に流されずして初めて出るんです。

あそこのサンドパック効果というのは、辛う

じて数年間の浜崖を防止するぐらいだと思うん

です。素人ながら失礼だけれども、僕はずっと

見てきていて、養浜してあそこの海岸を出して

安定させるという目的に届く工法ではないと思

うんです。だから、あそこで必要なことは、何

とかしてトンボロ効果なりを沖合に出すような

ことをやめる─突堤を予定どおり出すか、ヘッ

ドランドを出すか、あるいは離岸堤内を入れる

か、バリアリーフを入れるか、そういう方法以

外では駄目じゃないかと僕は思うんです。

そこら辺を県も責任を持って、こういう理屈

でここの海岸は必ず目的を達成する日が来るん

だという工法を県民にも示すべきであるし、国

にも県に対してしっかり根拠に基づいた納得で

きる説明を求めるべきじゃないか。あれはこの

ままじゃあ本当に駄目だと思うんです。令和９

年に約束どおり県が管理できるような立派な海

岸として完成させてもらうというのは、とても

難しいと思うんです。

繰り返しになりますけれども、まず、漁業者

との協議をやるなら国に任せてもパイプを持た

ないし、それだけの労力もないと思うんです。

そこから１年間やるならやるとして─それも

見通しがないならやるべきじゃない。一年でも

早く工法を考えるべきだと思うんですけれども。

我々はあそこが心配で視察にまで行っている

んですから、あの工法でいいのかということも

含めて、令和９年までに本当にあそこをしっか

りとした海岸として県に管理を任せてもらえる

ところまでいくのかというのは、ぜひやってほ

しいと思うんですけれども、どうですか。

○小牧河川課長 おっしゃるとおり、その交渉

につきましては決して国任せにすることなく、

こちらからもお願いする部分はお願いするよう

な形で積極的に関わっていきたいと思っており

ます。

○日髙委員長 私も地元でして、あの辺りは散

歩へ行って、毎日チェックされていらっしゃる

地元の方がいるんですけれども、坂口委員がおっ

しゃったように、変わらんなというような。初

めは突堤ができて、養浜ができて、「うわ、でき

たね」と、「これが300メートル、どんどん進ん

でいくっちゃね。」というような話とかもあった

んですけれども、なかなか進んでいかないとい

う部分もありますので、ぜひまた県でも対策を

お願いしたいと思います。

○坂口委員 それと、またこれは話が飛躍する

けれども、日南市がウミガメの卵を移動させる

という事業をやめました。これは資源保護の面

からマイナスがあるからということが最終的に

は判断材料としてあると思うんです。これは僕

も以前から教育委員会あたりに問題提起してき



- 20 -

令和３年９月16日(木)

ているんです。

これは単純な問題で、ウミガメというのは雌

雄分化─雄と雌の割合が50％と50％が理想で

すけれども─これが分かれるのに臨界温度と

いうのがあるんです。卵が埋められているとこ

ろの平均温度が29度のときに雄雌50％。これが

１度上がって30度になると、臨界温度で100％、

雄だったか、雌だったか。下がると雌か雄か。

だから、それはある意味、自分の生存のキャパ

シティーをちゃんと敏感に捉えながら、環境に

合わせて子孫を残すというメカニズムがあるの

かなと思うんです。

このようなことがあるので、あそこを養浜し

てウミガメというのもうたわれていますけれど

も、それだったらしっかりやって、ウミガメの

産卵と雌雄分化にも人為的な影響を与えないと

いうような養浜も必要なんです。これは物すご

く難しい作業なんです。だから、サンドパック

でぼんとやるという荒っぽいことだけでは、そ

れはちょっと達せないということです。

それから、今度は、崎のほうに消波ブロック

なり何なりでやって、そこから浜が始まってい

ると、そこで亀は引っかかっちゃいます。ロウ

タスのときなんかは頭を突っ込んでいる亀もい

ました。だから、そこらもしっかり国と話しな

がら、あそこはウミガメの産卵地でもあるし、

保護区なんだということもやっぱり県がしっか

り積極的に国交省に説明して、それに答え切れ

るような工法でやっていただきたいです。

当然ながら、砂にしてもそういったものにも

浮く砂。あと、臨界温度を言いましたけれども、

亀は肺呼吸だから、鼻の先で海辺の温度を予測

するみたいだけれども、そこが今度は海水の満

潮時にどっぷりつかっていたら、卵は多分窒息

死すると思うんです。だから、そういった砂浜

の勾配から高低差とか、いろんなものを総合的

にやらないとこれは駄目だと思うんです。

そういった意味でやっぱりゼロからあそこは

工法を見直して、求めるべき海岸をどうすれば

求められるかと─この際ある意味、雨降って

か、不幸中のという表現か、どれが適切か分か

りませんけれども、今回は大きく見直すべきで

はないかなという気がして。そこをぜひ一回、

専門的に知見を集められてあそこの目的を達成

する、必ずその目標に到達できる工法というの

をぜひお願いをしたいと思うんです。だから、

あそこに持ち込む掘削土まで、ちゃんと改良を

やったものとか分別したものを持ってくるとか

しておかないと、今あそこにあまり歓迎できな

いようなものを入れているというのも僕は問題

視しているんです。ぜひ、これは課長、お願い

しておきます。

○日髙委員長 ぜひ、漁業組合の方々の理解を

求めて、突堤300メートルを実現していただきた

いなと思います。お願いします。

○窪薗委員 美しい宮崎づくりの推進というこ

とで、９ページの一番下で、本県が全国で初め

て全市町村において景観計画を策定したという

ことでしたが、各自治体で例えばどのような例

で景観の計画がされているのでしょうか。

また、②を受けて、今度は11ページになるん

ですが、取組状況等を見てみますと、いろんな

団体、いろんな活動をされているところに助成

されているところなんですけれども、こういっ

た活動に対してこれからもまだこういうのが増

えるのかどうか。自治体との関連というんです

か、それはどうなっているんでしょうか。

○黒木美しい宮崎づくり推進室長 景観計画の

事例ということでよろしいですか。

○窪薗委員 事例もですが、②と11ページの関
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連がどうなっているのかです。今後、どうなる

のかということです。

市町村がそれぞれ計画されるわけでしょう。

それに対して県がどういった助成なり支援がで

きるのかということです。

○黒木美しい宮崎づくり推進室長 県単事業で

美しい宮崎づくり事業というものがありまして、

その中で市町村と一緒になってそういう景観計

画等の指導とかはしております。あと、景観形

成支援につきましては、市町村から出てくるボ

ランティアからの申請に対して、同じ事業で県

から補助を行っているところです。

○窪薗委員 補助制度の単価は規模で違うんで

しょうけれども、例えば民泊の取組への補助は

４団体あり、観光地づくりのための事業に取り

組む市町村等への補助は７市町９件あったとい

うことですけれども、こういうものの具体的な

例を１つか２つどういう状況なのか。県と市町

村と一緒にということですが、あくまでもこれ

は市町村から計画されたものなのか。あるいは

県と一緒にということですか。

○黒木美しい宮崎づくり推進室長 この景観形

成活動の助成につきましては、ボランティア団

体がまずは市町村に申請をしてもらって、市町

村が２分の１、もしくは団体が一部補助するこ

ともありますけれども、市町村と同じ額を県が

補助する、いわゆる間接補助という形でやって

います。全額で100万円未満になるような形で考

えており、令和２年度は19団体でやっておりま

す。

○窪薗委員 例えば、先ほども申し上げました

民泊は４団体ということですが、去年、おとと

しからはコロナでほとんど活動できていない状

況ですけれども、活動していないからお金が生

まれてこないんです。しかし、事務費はやっぱ

り必要なんで、運営が非常に厳しい状況が続い

ているようなんです。

例えば、ほかのボランティア団体でもそうな

んですが、これに限らずいろんな要望があると

思いますので、そういったのは積極的に検討い

ただくとありがたいなと思っているところです。

○黒木美しい宮崎づくり推進室長 農泊につい

ては中山間農業振興室等と連携してやっていま

す。

○日髙委員長 それでは、よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、以上をもって県土整

備部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時49分休憩

午前11時51分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

午後は１時10分から再開といたします。よろ

しくお願いします。

暫時休憩いたします。

午前11時51分休憩

午後１時９分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました議案等について、

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いをいたします。

○横山商工観光労働部長 商工観光労働部でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

新型コロナの第５波がいまだに収束をしませ

んで、本県のまん延防止等重点措置の適用が９

月末まで延長されております。
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これに伴いまして、飲食店や大規模集客施設

等の営業時間短縮など、県内の事業者の皆様に

は引き続き御負担をおかけしますが、新型コロ

ナを一日も早く抑え込み、経済回復のためにア

クセルを踏める状況を取り戻すため、県民の皆

様の御理解、御協力をいただければと考えてい

るところでございます。

常任委員会資料の表紙にございます目次を御

覧ください。本日はまず、目次のところのロー

マ数字のⅠ、議案のところで、補正予算につい

て説明させていただきます。

表紙の裏の１ページを御覧ください。

議案第１号「令和３年度宮崎県一般会計補正

予算（第13号）」でございます。これは屋外型ト

レーニングセンターの整備のため、債務負担行

為の追加をお願いするものでございます。

ここで別冊の補正予算第14号分と記載のある

常任委員会資料の表紙の裏でございますけれど

も、１ページを御覧ください。

議案第26号「令和３年度宮崎県一般会計補正

予算（第14号）」でございます。これは、県独自

の緊急事態宣言及び飲食店等への営業時間短縮

要請の期間が９月30日まで延長となったことを

受けまして、今回追加で提出をさせていただい

た補正予算でございます。

商工観光労働部の一般会計歳出につきまして、

こちらの左から補正前の額、608億7,034万円に

補正額、７億7,926万7,000円を増額をしまして、

補正後の額が616億4,960万7,000円となってござ

います。

２ページには課ごとの予算額を記載しており

ます。後ほど御覧頂ければと思います。

予算につきましては、以上となります。

もう一度最初の常任委員会資料にお戻りをい

ただきまして、表紙の目次を御覧を頂きたいと

思います。ローマ数字のⅡ、報告事項としまし

て、４つの出資法人の経営状況について報告を

させていただきます。

また、ローマ数字のⅢ、その他報告事項とい

たしまして、宮崎県中小企業振興条例及びみや

ざき産業振興戦略に基づく主な取組についてほ

か、合わせて８項目の御報告をさせていただき

ます。

なお、本日、食品開発センター所長の山田が

病気療養により委員会を欠席させていただいて

おりまして、代理で同センターの食品開発部の

部長、平川良子が出席をしております。よろし

くお願いいたします。

それでは、詳細につきましては、担当課室長

から説明をさせますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

○飯塚観光推進課長 観光推進課の補正予算に

ついて御説明いたします。

お手元の常任委員会資料２ページをお開きく

ださい。

まず、１の補正予算の内容でありますが、以

下の表にあります、（事項）屋外型トレーニング

センター整備事業の債務負担行為を追加させて

いただきます。本事業の期間は令和３年度から

４年度の２か年、限度額は18億2,600万円となり

ます。

次に、２の債務負担行為の設定理由でありま

すが、県の重点施策でありますスポーツランド

みやざきのさらなる推進に向け、県が主体とな

り、シーガイアオーシャンドーム跡地にラグビ

ー、サッカー、陸上等のトップアスリートの合

宿拠点として活用できる、屋外型トレーニング

センターを整備するものであります。

2023年に開催されますラグビーワールドカッ

プフランス大会前の日本代表合宿誘致に間に合

令和３年９月16日(木)
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わせるためには、本年度中に設計・施工一括プ

ロポーザルを実施する必要があることから、設

定するものであります。

次の３、屋外型トレーニングセンター整備の

概要につきましては、後ほど、スポーツランド

推進室長より説明させていただきます。

次に、４の今後のスケジュール（案）であり

ますが、10月上旬には設計・施工一括プロポー

ザル公告を行い、12月頃には受託候補者を決定

することとしております。

私からの説明は以上であります。

○中尾スポーツランド推進室長 続きまして、

常任委員会資料の３ページを御覧ください。

整備の概要について説明させていただきます。

１にありますとおり、県が整備主体となって

事業を行うこととし、敷地につきましては、フェ

ニックスリゾート社が保有しているオーシャン

ドームの跡地のうち約６ヘクタールを無償で借

り受ける予定であります。

施設の内容につきましては、（３）にあります

とおり、ラグビー・サッカーを対象に天然芝の

グラウンドを一面、またハイブリッド芝仕様

で400メートルトラックを備えた陸上、トライア

スロン等のトレーニングにも対応可能な多目的

グラウンドを一面整備する予定であります。

さらに、室内練習場、クラブハウス・トレー

ニングジム等を併せて整備する予定ですが、詳

細内容につきましては、今後事業者から提案を

募り、決定してまいります。

概算事業費は18億2,600万円で、財源として、

地方創生拠点整備交付金やｔｏｔｏ助成金、地

方債等の活用を検討しております。

次に、２の整備の目的です。

１点目として、国際水準のスポーツの聖地と

してのブランド力向上であります。

ポストコロナを見据え、スポーツランドみや

ざきの新たな展開を図るため、２年後に迫るラ

グビーワールドカップに向けた日本代表合宿誘

致をはじめ、サッカー、陸上、トライアスロン

等の国内外代表やトップチームの新たなキャン

プ誘致を行うことで、さらに合宿地としてのブ

ランド力向上を図っていきたいと考えおります。

また、施設整備後は、この施設を国の屋外型

ナショナルトレーニングセンターに指定いただ

くよう、国に対して働きかけを行ってまいりた

いと考えております。

２点目がスポーツを柱とした本県観光の振興

・経済の活性化であります。

本県の強みであるスポーツランドの充実を通

じて、コロナの影響で停滞する県内経済の回復

を図る大きな原動力とするものであり、来年開

幕するラグビー新リーグやＪリーグチームの

キャンプ誘致、それに伴う県外からの誘客数の

拡大、練習試合を目的とした宮崎市周辺市町へ

のトップチームの合宿の広がりや、県内各地で

の大学等の合宿誘致につなげることにより、経

済効果を県内全域に波及させるものです。

３点目が県内アスリートの競技力向上です。

本県で開催予定の国スポ等を見据え、県内競

技団体等が主催する大会、スポーツ合宿などで

の活用や、日本代表によるジュニア世代への技

術指導、見学会等を通じて、県内アスリートの

競技力向上につなげていきます。

次に、３の整備による効果であります。

この屋外型トレーニングセンターの整備によ

り、Ｊリーグの新規チームや日本代表のキャン

プ誘致をはじめ、ラグビー新リーグチーム誘致

や、日本代表キャンプの定着化を見込んでおり

ます。

加えて、400メートルトラックの新設により、

令和３年９月16日(木)
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陸上実業団の新規誘致や、現在、国から指定を

受けているトライアスロンの競技別強化拠点の

機能強化にもつながると考えております。

また、この施設にラグビーやサッカーのトッ

プチームを新規誘致することで、周辺市町にも

練習試合を目的としたトップチームの新規誘致

を見込んでいるところであります。

さらに、トップチーム受入環境の整備や、合

宿地としての地名度が向上することで、県内各

地で学生や社会人等のアマチュア合宿への波及

も促進され、スポーツキャンプ・合宿の全県化、

通年化につながることが期待されます。

この屋外型トレーニングセンターの整備とそ

れに伴う県内市町村へのスポーツキャンプ・合

宿の広がりにより、その経済効果は、年間約12

億円が創出されると試算しているところであり

ます。

説明は以上です。

○児玉商工政策課長 商工政策課です。

議案第26号「令和３年度宮崎県一般会計補正

予算（第14号）」について、御説明をいたします。

お手元の令和３年度９月補正歳出予算説明資

料議案第26号の青いインデックス、商工政策課

のところ、17ページをお開きください。

補正額は、左から２列目の補正額の欄にあり

ますとおり、一般会計で７億7,926万7,000円の

増額補正をお願いするものです。

補正後の一般会計の額は、右から３列目の欄

にありますとおり、492億3,957万6,000円となり

ます。

19ページをお願いいたします。

補正の内容ですが、（事項）地場企業振興対策

事業費につきまして、説明欄の１、飲食関連事

業者等緊急支援事業及びその下の（事項）小規

模事業対策費につきまして、説明欄の１、県内

事業者緊急支援事業をお願いするものです。

事業の詳細につきましては、表紙に補正第14

号分と記載のあります常任委員会資料でご説明

したいと思います。

３ページをお願いいたします。

まず、飲食関連事業者等緊急支援事業であり

ます。

１の事業の目的・背景ですが、飲食店等への

営業時間短縮要請により、直接的に大きな影響

があった事業者に対し、これまで飲食関連事業

者等支援金を支給しております。

現在、９月30日までが時短要請の期間となっ

ていますが、今後、10月以降に時短要請が延長

された場合に、引き続き支援金を支給し、事業

継続を支援するものであります。

２の事業の概要ですが、5,826万7,000円の増

額補正をお願いしており、補正後の予算額は３

億2,966万5,000円となります。

補正額の内訳ですが、10月まで県内全域で飲

食店等の時短要請が延長された場合、一月分

で920件分が必要と想定していますが、これまで

お認めいただいた予算に対して、これまでの申

請件数と、今後受付を行います８月から９月分

の時短営業に伴う支給件数の見込みを考慮した

上で、不足する570件分と事務費を計上しており

ます。今回お願いしている予算を含め、支援件

数としましては、合計で2,827件を見込んでおり

ます。

財源は、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金の事業者支援分と一般財源で、

事業者支援分の交付金が不足する分を一般財源

でみておりまして、国に対しては、引き続き交

付金の追加交付を要望してまいります。

（５）の事業内容ですが、支給対象者の考え

方はこれまでと同様であり、支給額も１事業者
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当たり、月額10万円であります。

前回の８月臨時会の常任委員会で御説明しま

したように、本支援金は８月から９月分につい

て、国の月次支援金との併給ができないことと

しております。仮に、現在のまん延防止等重点

措置が10月以降に延長された場合には、その影

響により、国の月次支援金を受給される方につ

いては、本支援金は支給しないこととしたいと

考えております。

３の事業の効果ですが、飲食店等の営業時間

短縮により、特に厳しい環境に置かれた飲食関

連事業者等を下支えし、事業継続を図りたいと

考えております。

３ページの下のほうに、事業のスキーム図を

載せておりますが、これまでと同様となってお

ります。

続きまして、４ページをお願いします。

県内事業者緊急支援事業であります。

この事業は、県独自の緊急事態宣言による行

動要請により、影響を受ける全ての業種を対象

に、１事業者当たり10万円を支給する事業で、

これまで５月９日発令の緊急事態宣言に係る影

響分については、５月臨時会において議決をい

ただき、８月11日発令の緊急事態宣言に係る影

響分については、８月に専決処分の御報告をさ

せていただいたところです。

８月影響分について、現在、準備を進めてい

るところですが、今回は１の事業の目的・背景

にありますように、県独自の緊急事態宣言の延

長に加え、国によるまん延防止等重点措置が初

めて本県に適用されたことで、影響をより大き

く受ける県内中小企業・小規模事業者の事業継

続につなげるため、８月に専決させていただい

た従来の支援金に上乗せして、支援金を支給す

るものであります。

２の事業の概要ですが、７億2,100万円の増額

補正をお願いしております。

補正額の内訳ですが、支援金の上乗せ分とし

ては、今回7,900件分が必要と考えておりますが、

今回、予算上で増額をお願いしているのは、7,200

件分となっております。これは、これまでに予

算を確保しておりますけれども、８、９月分の

予算を計上した際には、宮崎市分の飲食店の時

短要請が出ておりましたので、宮崎市の飲食店

を除いた形で、予算を計上しておったところで

す。

しかしながら、予算計上後に全県域に飲食店

の時短要請が拡大されまして、時短の協力金を

いただいている全県域の飲食店につきましては、

除外することとしましたので、その分の700者分

の予算が既定分で確保されていると考えまして、

今回は7,200件分の７億2,000万円と、また事務

費の100万円分の増額をお願いしております。補

正後の予算額は27億8,392万1,000円となります。

財源は新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金の事業者支援分です。

（５）の事業内容ですが、①の支給対象者は、

時短要請に係る協力金を支給した飲食店等を除

く、県内中小企業・小規模事業者で、②の主な

要件と支給額は、従来分とありますのが、８月

に専決処分させていただいた内容であります。

そして上乗せ分とありますのが、今回、新たに

お願いする内容です。

上乗せ分の要件としましては、アの令和３年

８月及び９月の売上げが、前年または前々年の

同月売上げと比較していずれも50％以上減少し

ていること、かつ、イの減収前の８月及び９月

の売上合計額が20万円以上あることでありまし

て、支給額は、従来分の支援金に上乗せして、

１事業者当たり10万円としております。
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３の事業の効果ですが、国によるまん延防止

等重点措置が本県で初めて適用されたことによ

り、人流抑制の影響を受け、特に大きな影響を

受ける事業者に対し、従来の支援金に上乗せし

て支援金を支給することで、事業者の不安軽減

を図り、事業継続につなげたいと考えておりま

す。

説明は以上であります。

○日髙委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。委員の皆さんから質疑はございませんでしょ

うか。

○二見委員 屋外型トレーニングセンターにつ

いて教えていただきたいのですが、敷地につい

てはフェニックスリゾート社から無償で借り受

ける予定となっていると説明があったのですが、

何か契約を結ぶんですか。

今のフェニックスリゾート社の経営状況がど

うなっているのか分からないんですけれども、

コロナでいろいろ影響が出ていると思うんです

が、今経営状況がよくても、今後ずっとそれが

続くか分からない。そういったときに、家賃を

出してほしいということになったりするのか、

どういう契約を結ばれるのか、そこら辺の説明

をお願いしたいのですが。

○中尾スポーツランド推進室長 委員のおっ

しゃるとおり、この施設は県有施設でもありま

すので、恒久的な施設として営業を続けていく

必要があると考えております。

万が一、そういうことにならないように、期

間を設定せずに地上権を設定するということで、

第三者への対抗要件という形で、法的な整理を

していきたいと考えております。

○二見委員 地上権を設定するとどういう効果

があるのか、まず教えてもらえますか。

○中尾スポーツランド推進室長 あってはなら

ないことなんですけれども、万が一、シーガイ

アの経営が危うくなって第三者にその土地が譲

渡されるといった場合でも、引き続きこの施設

を継続して運営ができるよう、法的な第三者へ

の対抗要件という形で地上権を設定しておけば、

それが担保できるということになります。

○二見委員 今の話だったら、所有権が変わっ

た場合でもその場所を借りることができるとい

うことですね。それだけじゃなくて、ここには

無償でとなっているんですけれども、それはずっ

と無償という話なんですか。

○中尾スポーツランド推進室長 シーガイアと

の間では、そういう話で協議をしておりますけ

れども、地上権の中で、期間は設定せずに無償

とするということで担保の設定をするような形

になるかと思います。

○二見委員 契約を見直すという話もあり得る

ということでしょうか。

○中尾スポーツランド推進室長 契約書のただ

し書きの中で、万が一そういう事情が応じたと

きには、お互いの協議によるとか、そういう一

定の条項はつける形になろうかと思います。

○二見委員 結構そこら辺の話って大事なこと

かなと思うんです。説明をここでされるときか

ら、ちゃんとしててもらわないと、ずっとただ

でいいのかということ。契約を結び直したら、

それでまたいいんだというような程度の考えで

おられたら─我々も聞かなかったら、分から

ないまま判断することになるんです。

説明するときに、そうやってきちんと、どう

いったところにリスクがあるのかとか、できれ

ば説明してほしいなと思ったんですけれどもい

かがですか。

○中尾スポーツランド推進室長 説明不足だっ

たことは申し訳ないと思っております。
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おっしゃるとおり、永続的な運営ができるよ

うな形で、きちんとシーガイアと協議しながら、

法的な整理をしていきたいと考えております。

○二見委員 この件、最後にしますけど、もし

これを賃借する場合、大体幾らぐらいというふ

うな評価になっているんでしょうか。

○中尾スポーツランド推進室長 県の基準によ

りますと、県有地を貸し付ける場合の規定はあ

るんですけれども、民間からの賃借を受ける場

合の規定は設けていないところでございます。

ただ、他自体の例を見ますと、大体固定資産

税の評価額の４％というような数字もあります。

仮にその金額で計算をしますと、現在のシーガ

イアの固定資産税の評価額から判断し、年間

で3,000万円から4,000万円程度の借受料になる

のではないかと試算しているところでございま

す。

○坂口委員 まだ重要な部分がこれからという

感じなんですけれども、借地料についてです。

ここでは全県下に波及効果を出すとなっている

けれども、具体的に直接的効果にあずかれる自

治体というのは、限られていると思うんです。

これは本来なら宮崎市がやってもいいぐらい

の事業だと思うんです。宮崎市の投資がなされ

ていないということは、例えば借地料に代わる

分を固定資産税の減免とかいう形で宮崎市にや

らせて県は負担をしないということが、この予

算を認める上で僕らから見たら当然の前提条件

と思うんです。

それが一つと、さっき言われた地上権の前に、

ここが仮に抵当権を設定されていたら、シーガ

イアとしては抵当権者との調整が要ります。こ

れは物すごく、ある意味背任行為に係るぐらい

の難しい交渉になりますから、これは確実にシ

ーガイア側に責任持って整理させて更地にする

ということ。それからの地上権設定でないと、

これは成立しないです。

例えば、少なくとも適化法に問題がないよう

な期間、最低限何十年間は県の所有権というも

のは絶対に守れるよという期間を定めた形での

保全をやっておかないと。その辺りのこれから

の交渉でちょっと心配な部分もありますけれど

も、しっかりやってほしいなという気がするの

で、そこはぜひお願いします。

前の新宿のＫＯＮＮＥでもそうだったんです。

よその土地に県のものを所有して、そこにまた

テナントを入れて、そこがまた投資をしていっ

てそれをやるというと、これも権利の保全と県

有財産を絶対損なわないという、そういう保全

というのはすごく難しくなってくると思います。

それがこれをスタートするための大前提だと

いうことは、しっかり頭に置いて進んでいって

ほしいと思います。

○中尾スポーツランド推進室長 まず、固定資

産税でございますが、金額については確認をす

るところでありますけれども、宮崎市との間で

は非課税措置をするということで確認をしてい

るところでございます。

それから、抵当権のお話がございましたが、

こちらでも改めて登記の確認をさせていただき

ましたけれども、現在、抵当権はついていない

状況でございます。

○坂口委員 非課税ということになると、ここ

に県営施設ができるということは、シーガイア

としての恩恵は物すごく大きいと思うんです。

そこらもやっぱり公平に評価していきながら、

借地料が普通の自治体だと固定資産税評価額の

４％だと言われたんですけれども、免税になる

というのは地権者側は毎年得をしているわけで

す。

令和３年９月16日(木)
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そこは、宮崎市の負担というものをしっかり

評価してあげて、そのことを県民に説明できる

ようにしておかないと、新富町あたりは、この

８億円ぐらいの波及効果は何もないです。これ

があろうとなかろうと誰の給料も上がんない。

だから、そういう形で県費を投資する裏づけ

はこれだ、根拠はこれだというものがないと、

これは僕らとしてはおもしろくない。宮崎市が

やるべきじゃないかって、率直にそんな感じが

します。だから、ぜひ責任持って説明できるよ

うな整理をしてほしいと思います。

○来住委員 約６ヘクタールになっているんで

すけれども、これは何筆あるんでしょうか。

○中尾スポーツランド推進室長 現在は立体駐

車場も含めて１筆となっておりますので、今後

分筆をした上で、地上権を設定するという形で

考えているところでございます。

○来住委員 正式住所を教えてくれますか。

○中尾スポーツランド推進室長 宮崎市山崎町

浜山415番地87でございます。

○二見委員 経済効果はどういったものを積み

上げて、この数字になっているんですか。でき

れば、その性質を分けて説明してもらいたいな

と。

○中尾スポーツランド推進室長 ４ページの下

のところに経済効果と書いておりますけれども、

まず、屋外型トレーニングセンター整備の経済

効果として3.3億円上げております。これにつき

ましては、ページの上のほうの屋外型トレーニ

ングセンターのところで、今回、Ｊリーグ４チ

ーム、ラグビーの新リーグ４チーム、そして陸

上の実業団ということで、10チームが来る想定

で計算をしているところでございます。

その合宿人数の想定される延べ宿泊数、それ

に伴う観客動員数を計算し、産業連関分析で波

及効果を入れた分として、3.3億円を算出してい

るところでございます。

その下の周辺市町へのキャンプにつきまして

も、同様に合宿人数プラス観客の動員数に産業

連関分析でございました波及分を入れ、8.5億円

という計算をしているところでございます。

○窪薗委員 今言われました、Ｊリーグの４チ

ーム、ラグビーの４チームというのは、アプロ

ーチできて、そういった交渉がもうできている

んでしょうか。それとも、施設ができたときの

仮定なんでしょうか。

○中尾スポーツランド推進室長 ここで上げて

いますＪリーグ４チームは、昨年実際に申込み

があったんですけれども、グラウンドの空き状

況がなくてお断りをした４チームということに

なっております。

同様に、ラグビーの４チームにつきましても、

同じくグラウンドの空き状況がなくてお断りを

した４チームということでございます。

○窪薗委員 去年申込みがあったということは、

施設が出来上った暁には、まだ増える見込みも

あるということですね。

○中尾スポーツランド推進室長 そのように考

えております。

○窪薗委員 いつも言われるように、海岸地帯

はこういったスポーツ施設とか、いろいろ施設

ができるんですけれども、県南、県西の内陸部

は、なかなかそういう施設がないんです。

ですから、例えば学生の合宿とかは別として、

ある程度分散して合宿できるような施設も考え

ていただくとありがたいなと思っているんです。

そうすると全県化という言葉が適当だと思いま

すが、いかがでしょうか。

○中尾スポーツランド推進室長 県が主体と

なって整備をすることは、なかなか難しいとこ
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ろではあるかと思いますけれども、市町村とも

連携して、例えば芝の改良のコーチングをやっ

たりとか、一定施設の開業に向けた補助とか、

そういったことも将来的には考えていきたいと

思っております。

○窪薗委員 夏の合宿は、中央部よりも山手の

ほうが涼しく、環境条件がいいと思うんです。

今言われた芝の改良の問題も、併せてお願いす

るとどうかなと思っているんですけれども、い

かがでしょうか。

○中尾スポーツランド推進室長 おっしゃると

おり、ラグビー、サッカーの合宿誘致では、芝

のコンディションがすごく大事だと考えており

ます。そういったところも併せて今後市町村と

も協力しながら、改良等に努めていきたいと考

えております。

○来住委員 経済効果の件でどうしても分から

ないんですが、最初の3.3億円は、この施設がで

きたことによって、選手だとかそういう方々が

その施設を利用する、または周辺を含めたホテ

ルを利用するということで、これは分からない

ことはないんです。

しかし、それによって周辺市町村に、キャン

プや合宿の誘致が増えるわけですか。そのこと

によって8.5億円の効果が出ると見るんですか。

○中尾スポーツランド推進室長 現在、野球と

かＪリーグを受け入れている状況でも、周辺市

町への波及効果が非常に大きなところでござい

ます。

プロ野球、Ｊリーグは、１月、２月にキャン

プを受け入れますけれども、３月に社会人とか、

学生等のキャンプが周辺市町にもかなり広がっ

ているところでございます。

そういった合宿人数の想定数、それに伴いま

す観客動員数、観光客を含めて、8.5億円を計上

しているところでございます。

○来住委員 ちょっと理解できないんだけれど

も、野球のキャンプだとか、そういうのは関係

ないんじゃないですか。現にやっているわけで

しょう。キャンプは、宮崎市のほかの球場だと

か、サッカーだって都城市にも来たりしますけ

れども、それはこのトレーニングセンターとは

直接関係ないんじゃないですか。

トレーニングセンターができたら、今までの

野球のチームがもっとたくさん来るんですか。

どう意味ですか。

○中尾スポーツランド推進室長 説明が悪くて

申し訳ございませんが、この8.5億円には野球と

かそういった数字は上げてなくて、例として野

球とかＪリーグのプロチームが１月、２月に来

ますけれども、それに伴って練習試合目的にほ

かのチームが来たり、また、地名度が高まるこ

とによって、学生や社会人等が３月にキャンプ

に多く来るという効果もございます。

ですので、同様にＪリーグ、ラグビーがここ

を拠点に合宿をすることで、周辺市町にも同様

に、同じような形で合宿が広がっていくという

想定の下、計算をしているところでございます。

○来住委員 何かそれは方程式みたいなのがあ

るんですか。

○中尾スポーツランド推進室長 想定としまし

て、年間のプロとアマチュアの比率を出します

と、Ｊリーグ、野球等においてもそうなんです

が、大体プロが10％、アマチュアが90％という

比率になっております。

今回サッカーとラグビーを新しく誘致するこ

とによって、同様に社会人、学生等へ広がって

いくというような計算で、このような数字を基

に出したものでございます。

○来住委員 希望的なものがあるのかな。
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○窪薗委員 これは県の施設ですけれども、運

営はどこがするようになるんですか。県なのか、

どこかに委託する計画なのか、そのあたりはど

うなっているのでしょうか。

○中尾スポーツランド推進室長 整備後の運営

につきましては、現在のところ指定管理者制度

で公募するような形で考えているところでござ

います。

○窪薗委員 公募はスポーツの振興団体なのか

シーガイアなのか、どういった団体を想定して

いるんでしょうか。

○中尾スポーツランド推進室長 近辺でいきま

すと、フローランテが公園協会とシーガイアが

連携したような形での指定管理でありますので、

そういったところも想定の一つにはあろうかと

考えております。

○窪薗委員 公園協会は、公園自体は専門です

からいいと思うんですけれども、スポーツのノ

ウハウがあるんだろうかなという気もするんで

すが、どういったことなんでしょうか。

○中尾スポーツランド推進室長 細かい条件等

については、今後詳細を詰めていくことになり

ます。先ほど、フローランテと申し上げました

が、その横のエントランスプラザにサッカーの

施設がありますけれども、そこも公園協会とシ

ーガイアが一緒になって管理しております。主

な用務としては芝の管理であるとか、練習の合

宿のスケジュール調整とか、そういった役割に

なるかと思います。

○窪薗委員 いろんな環境整備を含めて、そう

いったノウハウや経験があるようなところが指

定管理者になるといいと思いますので、お願い

をしておきたいと思います。

それともう一点、来月からこれを設計・施工

ということで一括してプロポーザルでやるとい

うことなんですが、業者は県内なのか、県外な

のか、ＪＶなのか、そのあたりはどうなんでしょ

うか。

○中尾スポーツランド推進室長 プロポーザル

ですけれども、今年度行うのはあくまでも業者

の選定ということで、実際の設計・施工につき

ましては、来年度ということになります。

今後プロポーザルの参加資格要件を整理して

いきますけれども、このような施設がきちんと

できるような、担保が取れるような形で参加資

格要件等は整理していきたいと考えております。

○窪薗委員 その場合は、県内業者で大丈夫な

んでしょうか。

○中尾スポーツランド推進室長 今回の施設に

つきましては、ある意味特殊な施設でもありま

すので、そういったところを踏まえまして、県

内、県外といった参加資格要件を整理していき

たいと考えております。

○窪薗委員 せっかくの事業ですから、やはり

県内の事業者に発注するというような方法でで

きないのかなと思っています。しかし、中には

特殊の仕事もあると思いますので、そういうの

も含めてなるべくＪＶならＪＶでも、１番目か、

２番目か分りませんが、そのあたりも考慮して

いただくとありがたいなと思っているところで

す。お願いします。

○中尾スポーツランド推進室長 おっしゃると

おり、県内企業の育成、あるいは県外へ資金が

落ちると経済効果というところもありますので、

そのあたりも踏まえた上で、参加資格要件等を

整理していきたいと考えております。

○二見委員 先ほどの周辺市町に新規の誘致が

できるだろうという話で、プロがこれぐらい来

れば、これぐらいの数は来るだろうという見込

みとの御説明だったと思うのですが、これは各
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市町村にもちゃんと聞きながら、これぐらい見

込んでいるということなんですか。

というのも、以前、都城市高城町の総合運動

公園の話しを聞いたときに、あそこプロが来る

ために半年ぐらいかけて芝の養生をして、プロ

のチームが来て使って、その後、実業団や大学

生とかが使った後に、市民が使うというやり方

をしていて、地元の人たちはほとんど使えない

というのが現状だったんです。

そういう施設の状況があって、さらに誘致が

できるのかなと今話伺っていて思ったんですけ

れども、そこら辺の確認はもう取れているんで

しょうか。

○中尾スポーツランド推進室長 この経済効果

の算定に当たっては、具体的にどこの市町村に

何チームという細かいところまで設定している

ものではございません。確かに、委員がおっしゃ

るとおり、芝の養生期間があって自由に使えな

い期間があるというところも、課題として我々

も認識しておりますので、芝の養生の技術的な

指導であったり、通年化といったところもまた

市町村と調整をしていきたいと考えています。

○二見委員 調整していきたいということです

が、それができるんでしょうか。今後の課題と

してやっていきますということと、今この時点

でちゃんと見込みが取れているのかでは、大分

違うんじゃないかなと思うんです。市町村が、

それぐらいお金かけてやる気はありませんと言

われたら、どうするんですか。

○中尾スポーツランド推進室長 我々もそこを

大きな課題として考えております。先ほど申し

上げましたが、芝の養生期間で、本当は使える

んですけれども、プロのチームの意向によって

この期間使えないとか、芝の技術者の熟練度が

低いために、芝の養生の期間を長く取らないと

いけないといった事情もあると聞いております

ので、そういった技術的な指導であったり、ア

ドバイスといった側面的な支援をしていきたい

と考えているところでございます。

○二見委員 先ほどの敷地の無償借受けの件に

ついても同じなんですけれども、大きな課題が

あるのに、資料には全く出てなかったというの

は、どうなんだろうなと思います。そこら辺の

課題がどこにどれだけあるのかというのが分か

らないまま、スタートしていいのかなと思うん

ですけれども。いいんですかね。もちろん提案

するときに悪いところばっかり出すというのは

何かおかしいと思いますけれども、後から後か

ら問題が出てきましたというのはおかしいと思

うんです。

今の養生の話だって、シーガイアのところに

プロがいるから、その人たちを指導に出したり

とか前から事業をやっていて、その事業の効果

が出て、改善の見込みがあるんですということ

だったらまだ分かるけれども、そこがまだ課題

として大きく残っていて、前向きな展望が描け

ているように感じないんですけれども、どうな

んでしょうか。

○横山商工観光労働部長 経済効果につきまし

ては、見込みの部分も含まれていることは事実

でございまして、期待という部分もございます。

もともとこの事業を企画して何とか県主体で

やっていきたいと考えておりますのが、これま

での多くの方々の取組の結果として、スポーツ

ランドが宮崎県の強みになって、ブランド力が

随分高まってきております。これをさらに拡大

していきたい、もっと具体的に全県展開を進め

ていきたいという思いがありまして、そのきっ

かけとなるものとしてこの施設を造って─も

ちろん市町村の施設には様々な課題がございま
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す。すぐに受け入れられないという課題もある

と思いますけれども、そこをどうにか克服して

いきながら、さらに合宿なり、キャンプという

のを全県的に拡大をしていくと。

今、その課題を全て解決できる保障というの

は、なかなか難しいところではございますけれ

ども、何とか市町村の皆さん方と一緒になって、

もう一度県も市町村も含めて努力をしていって、

さらなるスポーツランドみやざきのステップ

アップにつなげていきたいということで、この

事業を何とか進めていきたいと考えております。

なかなか100％の保障ってできないんですけれ

ども、そこを目指して頑張っていきたいと考え

ているところでございます。

○二見委員 質問じゃないですけれども、そう

いったところは事前に説明していただかないと、

ここで出てくるということが、どうなんだろう

なと感じてしまうんです。

提案される意味についても、どれだけ宮崎県

のスポーツを充実していきたいかという思いも

分かるんですけれども、そういった課題がある

んだったら、事前に市町村長にもある程度話を

聞いているとか、そういったところをこうやっ

ていくんだというところまで、ちゃんと準備し

てますというぐらいは、ほしかったなと思いま

す。

○横山商工観光労働部長 説明不足でございま

して、おわびを申し上げます。今日いろいろな

御指摘をいただきまして、そこも含めてしっか

り詰めてまいりたいと考えおります。

方向性としては御理解いただいているとは

思っておるんですけれども、申し上げたとおり、

何とかこれをきっかけに進めていきたいと思っ

ておりますので、これから十分な説明ができる

ように努力してまいりたいと考えております。

○来住委員 もう一度確認しますが、この土地

には抵当権の設定とか、そういうのはされてな

いんですね。

○中尾スポーツランド推進室長 我々が確認し

たところでは、抵当権の設定はございません。

○日髙委員長 よろしいですか。

次に、報告事項に関する説明を求めます。

○串間企業振興課長 委員会資料にお戻りいた

だきまして、５ページをお願いします。

公益財団法人宮崎県機械技術振興協会につい

て、まず御説明をさせていただきます。

１の役割等でありますけれども、当協会は機

械金属工業の技術指導、調査研究等を行うこと

によりまして、その振興に寄与することを目的

に、昭和54年に設立されております。基本財産

は300万円、そのうち県の出資額が150万円、出

資割合が50％でございます。

次に、２の事業内容であります。当協会は指

定管理者として、宮崎県機械技術センターの管

理運営を行っておりまして、県北地域を中心と

する機械金属関連の企業を対象に、主に（１）

から（４）の業務を行っているところでござい

ます。

次に、３の組織等でございます。図のような

組織体制となっておりまして、一番下の表にあ

りますとおり、役員は15名、うち常勤役員は常

務理事の１名で、県ＯＢでございます。常勤の

職員は３名、うち県ＯＢの事務局長が１名となっ

ております。

続きまして、令和２年度の事業実績につきま

して御説明いたします。

令和３年９月県議会定例会提出報告書の41ペ

ージで説明をさせていただきます。

２の事業実績をお願いいたします。

（１）の宮崎県機械技術センター管理運営受
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託事業等でございます。①の技術支援といたし

まして、企業に対する技術指導、機械設備取扱

研修などを実施するとともに、②の設備利用と

いたしまして、三次元測定機などの設備の利用

があったところでございます。

また、③の依頼試験といたしまして、金属材

料試験やコンクリート強度試験などを実施した

ほか、④から⑦に掲げる事業を実施してきたと

ころでございます。

続きまして、経営状況等について御説明いた

します。

同じ資料の157ページになります。

中ほどの欄の県関与の状況のうち、財政支出

等でございますけれども、令和２年度の県委託

料が5,941万7,000円でございます。

次に、その下の主な県財政支出の内容であり

ますけれども、機械技術センターの指定管理に

係る委託料でございます。

次に、一番下の欄、活動指標を御覧ください。

①の技術相談件数と、③の企業巡回訪問件数

につきましては、目標値を上回る実績値となっ

ておりますけれども、②の設備利用件数につき

ましては、目標値に対して実績値が下回ってい

る状況でございまして、昨年度を上回る利用件

数ではあったものの、引き続き目標達成に向け

て、企業訪問などによる保有設備の周知・案内

に努めることといたしております。

158ページをお願いいたします。

まず、一番上の財務状況の左側、正味財産増

減計算書の令和２年度の欄をお願いいたします。

上から３段目の当期経常増減額はマイナス４

万2,000円、その３つ下の当期経常外増減額は152

万円、これらを合計した、当期一般正味財産増

減額は147万8,000円となっております。これは

指定正味財産から一般正味財産への振替等によ

るものでございます。

次に、財務状況の右側の貸借対照表の令和２

年度の欄を御覧ください。

一番上の資産は1,800万6,000円、その３つ下

の負債は316万9,000円でありまして、この結果、

その３つ下の正味財産は1,483万6,000円となっ

ております。

次に、中ほどの財務指標の令和２年度の欄を

お願いいたします。

①の県補助金等比率につきましては、実績値

が目標値を下回っております。協会といたしま

しては、引き続き外部資金等の獲得などの自己

活動資金の確保に努めることとしております。

また、②の人件費比率につきましては、実績

値が目標値を上回っているところでございます。

次に、一番下の総合評価についてでございま

す。まず、左側の自己評価でございますけれど

も、協会としましては、活動内容をＡ、財務内

容と組織運営をＢと評価しております。

次に、右側の県の評価ですけれども、活動内

容につきましては、コロナ禍の影響がある中で

オンラインでの技術セミナーを開催するなど、

企業ニーズの把握、サービス向上に努めたこと

でＡと評価しております。

財務面につきましては、健全な運営ではあり

ますが、県委託料への依存度が高く、自己収入

の比率が低いということでＢ、組織面につきま

しては、現状の運営体制に問題はないんですけ

れども、将来の安定した運営に向けてのノウハ

ウの承継等が課題ということで、Ｂと評価して

おります。

令和３年度の事業計画につきましては、同じ

資料の46ページ以降でございますけれども、取

組内容は昨年度と同様でありますので、省略さ

せていただきます。
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機械技術振興協会につきましては、以上でご

ざいます。

続きまして、公益財団法人宮崎県産業振興機

構の概要について御説明いたします。

常任委員会資料に戻っていただきまして、６

ページをお願いいたします。

１の役割等でございますが、当機構は、県内

中小企業における経営基盤強化や新事業の創出

などに資する事業を行うことによりまして、本

県産業の振興と活力ある地域社会の形成に寄与

することを目的に、昭和59年に設立されており

ます。

（３）の出資状況でございます。出資総額は

１億1,500万円、そのうち県の出資額が1,400万

円でございまして、出資割合が12.2％となって

おります。

次の２の事業内容でありますけれども、（１）

の経営課題等に対する相談、助言に関する事業

をはじめといたしまして、（６）に掲げる事業を

展開しているところでございます。

次に、３の組織等でございます。組織図にあ

りますとおり、当機構は、理事長等の下、５課

１室体制となっておりまして、令和３年４月１

日時点で、理事と監事を合わせた役員数は９名、

常勤職員数は17名となっております。

県関係では、理事長と常務理事２名が県ＯＢ

で、理事４名は非常勤ですが、そのうち１名が

商工観光労働部次長で、県ＯＢが２名になりま

す。

その下の監事２名のうち１名が県ＯＢで、常

勤職員は県からの派遣職員が11名、県ＯＢが２

名となっております。

続きまして、令和２年度の事業実績について

御説明をさせていただきます。

令和３年９月県議会定例会提出報告書の49ペ

ージでございます。

２の事業実績の主なものを御説明いたします。

まず、表の（１）経営課題等に関する相談、

助言に関する事業のうち、①及び③は県内中小

企業からの相談対応を行ってきたところでござ

います。

その下にあります（２）の新事業の創出、新

分野への進出等に対する助成に関する事業につ

きましては、次の50ページにかけて記載してお

りますけれども、産学官による共同研究や環境

リサイクル関連の技術開発などに対する支援を

行ったところでございます。

51ページ、一番下の（６）の産業振興の基盤

づくりに資する人的、技術的ネットワークの強

化及び高度化に関する事業につきましては、52

ページの①から⑦、またさらに53ページの⑧か

ら⑩に掲げる事業によりまして、企業の様々な

取組を支援したところでございます。この中で、

⑨と⑩の事業につきましては、補正予算といた

しまして、コロナ禍における県内企業の事業活

動の再開等の取組に対する支援をしてきたとこ

ろでございます。

続きまして、経営状況等につきましては、出

資法人等経営評価報告書により御説明いたしま

す。

同じ資料の183ページでございます。

中ほどにあります、県関与の状況の財政支出

等から御説明いたします。

令和２年度の県の委託料が8,307万1,000円、

県補助金は８億1,174万4,000円となっておりま

す。

次に、その下にあります、その他の県からの

支援等でありますけれども、工業技術センター

内にある事務所のスペースは県から無償貸与と

なっております。
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次に、主な県財政支出の内容でございますけ

れども、①と②は、先ほども申し上げましたが、

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業

者への支援を実施するための補助金、③は機構

の運営管理に対する補助、④は産学金労官で構

成するプラットフォームによりまして、成長期

待企業等の支援を実施するための補助金であり

ます。

続きまして、下のほうの活動指標になります。

①の相談件数及び②の取引あっせん、紹介件数

は、コロナなどの影響もございまして、実績値

が目標値を下回っている状況にあります。

③の産学官共同研究開発等の支援事業による

支援企業につきましては、目標値と同数の実績

値となっております。

184ページをお願いします。

財務状況についてでございます。まず左側の

正味財産増減計算書の令和２年度の欄をお願い

いたします。

上から３段目の当期経常増減額はマイナス218

万1,000円、その３つ下の欄の当期経常外増減額

はゼロとなっております。これらを合計いたし

ました当期一般正味財産増減額はマイナス218

万1,000円となっておりまして、これは退職給付

費の積立てを増やしたことなどによるものでご

ざいます。

次に、右側の貸借対照表の令和２年度の欄で

ございますけれども、資産は10億4,479万1,000

円、負債は５億3,701万1,000円となっておりま

して、この結果、正味財産は５億778万円となっ

ております。

次に、財務指標についてであります。

①の自己収益額につきましては、目標値1,700

万円に対しまして、実績値が1,887万円、達成度

が111％であります。これは機構におきまして、

賛助会員の募集をやっていまして、その会員費

の収入を確保していることなどによるものでご

ざいます。

②の流動比率につきましては、目標値を上回っ

ております。

次に、直近の県監査の状況でございますけれ

ども、昨年度の監査において、指摘事項等はご

ざいませんでした。

次に、総合評価について御説明いたします。

機構の自己評価では、組織運営をＡ、活動内容、

財務内容をＢとしております。

県の評価としましては、活動面では相談件数

や取引あっせん、紹介件数が目標を下回ってお

りますけれども、コロナ禍においてオンライン

商談会の開催など、環境変化で工夫した対応を

行っていることからＢ、財務面では県への財政

依存度は高いものの、財政指標は目標を上回っ

ており、財政運営は順調と認められるのでＢ。

組織面におきましては、県派遣職員に比べて

プロパー職員が少ないという課題はありますけ

れども、理事会等の運営、業務執行体制の整備

など、適正な運営がなされているということで

Ｂとしております。

続きまして、令和３年度事業計画書について

御説明いたします。

61ページでございます。

２の事業計画でございまして、今年度新たに、

（１）の①ものづくり企業事業活動回復支援事

業及び②中小企業等経営再構築サポート事業を

実施しまして、コロナ禍の影響等による消費者

ニーズの変化に対応する取組への専門家派遣な

ど、支援体制を強化することとしております。

以下は、昨年度とほぼ同様の事業を行うこと

としておりますけれども、今年度補正で、新型

コロナウイルスの影響に対する企業への補助事
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業を実施しているところでございます。

企業振興課の説明は以上でございます。

○飯塚観光振興課長 常任委員会資料の７ペー

ジをお開きください。

公益財団法人宮崎県観光協会であります。１

の役割等ですが、当協会は、国内外の観光客、

ＭＩＣＥ、スポーツ大会・合宿等の誘致を行う

ことにより、本県の観光振興を図り、地域経済

の活性化等に寄与することを目的としておりま

す。

（３）の出資状況は、基本財産２億8,000万円

のうち、県の出資額は１億750万円、出資割合

は38.4％であります。

次に、３の組織等であります。組織図のよう

な体制になっておりまして、下の表のとおり、

令和３年４月１日現在で役員は26名で、うち常

勤役員は県ＯＢの専務理事と常任理事の２人で

す。また常勤職員は25名で、うち県派遣職員が

５名となっております。

次に、経営状況等の詳細についてでございま

す。別冊の令和３年９月県議会定例会提出報告

書の159ページをお開きください。

まず、一番上の概要とその下の県関与の状況

の人的支援の状況につきましては、先ほどの委

員会資料で御説明したとおりです。

概要の欄の下、県関与の状況のうち、財政支

出等についてであります。県補助金が令和２年

度は７億7,991万7,000円となっています。

その内訳ですが、その下の主な県財政支出の

内容にありますとおり、それぞれ、①の観光客

誘致促進事業は、国内外からの観光誘客促進の

ための対策等に係る経費、②のスポーツランド

推進事業は、スポーツイベント等の開催支援、

スポーツ合宿等の受入れや受入れ体制整備に係

る経費、③のスポーツランドみやざきを生かし

たまちづくり推進事業は、スポーツをテーマに

した観光誘客等に係る経費のほか、④新しい生

活様式を踏まえた県内外からの集客イベント等

開催支援事業、⑤みやざきユニバーサルツーリ

ズムセンター事業に係る経費となっております。

次に、一番下の活動指標についてであります。

①観光入込客数、②ＭＩＣＥ参加者数、③ス

ポーツキャンプ参加者数の３つの活動指標を設

定しています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、本

県への人流が減少したことから、全ての活動指

標について、目標値を下回っております。

なお、①観光入込客数につきましては、後ほ

どその他報告事項で詳しく説明させていただき

ます。

次に、160ページをお開きください。

財務状況についてであります。まず、左側の

上のほうの正味財産増減計算書の令和２年度の

欄を御覧ください。経常収益は８億4,281万円余、

経常費用は８億4,311万円余であり、経常収益か

ら経常費用を差し引いた当期経常増減額はマイ

ナス30万円余となっております。

当期経常外増減額はゼロ円のため、当期一般

正味財産増減額はマイナス30万円余となり、そ

の結果、一般正味財産期末残高は3,974万円余と

なります。

指定正味財産期末残高の２億8,244万円余と合

わせますと、正味財産期末残高は３億2,219万円

となります。

次に、右側の貸借対照表についてであります。

令和２年度の欄を御覧ください。

資産は、流動資産、固定資産を合わせまして

５億569万円余、負債は流動負債、固定負債を合

わせまして、１億8,350万円余となり、資産から

負債を差し引いた正味財産は３億2,219万円と
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なっております。

次に、財務指標についてであります。

①の自己収入比率は、当期支出合計に対する自

己収入等の割合でありますが、目標値20％に対

して、実績値5.3％で、達成度26.4％、②自主事

業比率は当期支出合計に対する自主事業の割合

でありますが、目標値60％に対して、実績値98.0

％で達成度163.3％、③の管理費比率は、当期支

出合計に対する人権費等の管理費の割合であり

ますが、目標値25％に対して、実績値2.0％で、

達成度192.0％となっております。

次に、直近の県監査の状況についてでありま

す。

令和２年度に行われました県監査において、

２件の注意事項がありましたが、いずれにつき

ましても速やかに改善措置を取るとともに、再

発防止策として、会計処理時のチェック体制の

強化を図ったところです。

最後に総合評価について御説明いたします。

まず、左側、協会の自己評価について、活動

内容をＢ、財務内容をＢ、組織運営をＢとして

いるところであります。

これに対する県の評価としましては、右のほ

うになりますが、観光業界が新型コロナウイル

スの影響を受ける中、県や関係機関との連携を

図り、県民や観光業界のニーズに対応した事業

を迅速かつ効果的に実施できたことから、活動

内容をＢ、賛助会員の確保など自己収入増に取

り組む必要はあるものの、自主事業比率や管理

費比率は目標を上回っていることから、財務内

容をＢ、新型コロナウイルスの感染状況や補正

予算の動きに柔軟に対応できる業務執行体制が

整っていることから、組織運営をＢとしており

ます。

説明は以上であります。

○吉田オールみやざき営業課長 オールみやざ

き営業課でございます。

私からは、公益財団法人宮崎県国際交流協会

について御報告いたします。

常任委員会資料の８ページをお願いいたしま

す。

まず、１の役割等でありますが、当協会は、

多文化共生の社会づくりと県民の幅広い参加に

よる国際交流活動を促進し、諸外国との相互理

解や友好親善を深めることにより、宮崎県の国

際化や地域活性化に寄与することを目的として

おります。

（３）の出資状況であります。財団の基本財

産５億4,360万円のうち、県の出資額は４億4,307

万円で、出資割合は81.5％であります。

２の事業内容につきましては、（１）から（４）

のとおりでございます。

３の組織等であります。体制につきましては、

組織図のとおりとなっております。職員数は一

番下の表のとおり、令和３年４月１日現在で理

事と監事を合わせた役員が10名、うち常勤役員

は県ＯＢの常任理事１名となっております。ま

た常勤職員は10名で、うち県派遣職員が１名と

なっております。

続きまして、令和２年度の事業実績について

御説明いたします。

別冊の令和３年９月県議会定例会提出報告書

の69ページをお開きいただきたいと思います。

主な実績を御説明いたします。まず、（１）の

交流推進事業では、国際交流サロンや国際交流

ボランティア養成に係る講座などを開催しまし

て、（２）の情報提供事業では、協会誌サウス・

ウインドの発行や英語など４か国語による国際

プラザニュースの発行を行ったところでありま

す。

令和３年９月16日(木)
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次に、70ページをお願いいたします。

（３）の外国人住民支援事業では、外国人住

民等からの行政・生活全般に関する相談対応や

情報提供を多言語で一元的に行う、みやざき外

国人サポートセンターの運営や外国人住民のた

めの日本語講座などを実施しております。

（４）の国際化推進事業では、県民の方を対

象とした国際理解講座や多文化共生アドバイザ

ーを派遣して行う講座などを実施したところで

あります。

次に、経営状況等につきましては、宮崎県出

資法人等評価報告書により御説明いたします。

同じ資料の161ページをお願いいたします。

まず、一番上の概要とその下の県関与の状況

のうち、人的支援の状況は先ほどの説明と重複

しますので、説明は省略させていただきます。

同じく県関与の状況のうち、財政支出等につ

いてでございますが、令和２年度の実績は県委

託料が5,231万余となっております。その内訳は、

その下の主な県財政支出の内容の令和２年度決

算額にありますとおり、①の多文化共生地域づ

くり推進事業と、②の外国人住民等相談窓口運

営事業、③の地域日本語教育体制整備事業に係

る委託料となっております。

次に、一番下の欄にあります活動指標ですが、

①の研修・講座の延べ参加者数、③の宮崎県国

際プラザ延べ来館者数は、新型コロナウイルス

感染症拡大によりまして、研修・講座の中止や

人数制限によります実施のほか、国際プラザの

一時閉鎖などの影響によりまして、目標値を下

回ったところでございます。

また、②のホームページアクセス数は、スマ

ートフォンへの対応や内容の充実を図るリニュ

ーアルを行ったことなどによりまして、目標値

を上回っております。

次に、162ページをお願いいたします。

財務状況についてでございます。まず、枠内

左側、正味財産増減計算書でありますが、令和

２年度の列を御覧ください。

一番上から順に、経常収益は5,878万円余、ま

た経常費用は5,785万円余であり、経常収益から

経常費用を差し引いた当期経常増減額は92

万8,000円となっております。

また、当期は基本財産の運用切替えにより経

常外費用が発生しましたことから、当期経常外

増減額はマイナス34万6,000円となっておりま

す。これらを合わせました、一般正味財産増減

額は58万2,000円余となっております。

これと、一般正味財産期首残高406万円余と合

わせた、その下、一般正味財産期末残高は464万

円余で、これと、下から２番目の指定正味財産

期末残高５億4,360万円と合計した正味財産期末

残高は５億4,824万円余となります。

次に、枠内右側の貸借対照表についてであり

ます。一番右側の令和２年度の列を御覧くださ

い。

一番上の資産は５億5,169万円余で、３行下に

なりますが、負債は344万円余となっており、さ

らに資産から負債を差し引いた正味財産は、５

億4,824万円余となっております。

次に、財務指標についてであります。

①の自己収入比率は、当期支出合計額に対する

基本財産運用収入や会費、雑収入などの自己収

入及び自主事業収入の比率でございますけれど

も、目標値12.0％に対して、実績値は9.7％で、

達成度は80.8％となっております。

また、②の管理費比率は、経常費用に占める

管理費の割合でございますけれども、目標値

の14.5％に対しまして、実績値は12.3％と、達

成度は115.2％となっております。

令和３年９月16日(木)



- 39 -

令和３年９月16日(木)

その下、指標の設定に関する留意事項につき

ましては、外国人材の増加に対応するため、令

和元年度から県の委託事業を新たに受託してお

りますれども、事業規模が大きくなるにつれて、

いずれの指標も下がる傾向にあることから、令

和３年度以降の目標値を①の自己収入比率につ

いては10％、②の管理費比率については12％に

見直したところでございます。

次に、総合評価についてであります。

まず、協会の自己評価は、活動内容をＡ、財

務内容をＢ、組織運営をＢとされているところ

でございます。

これに対する県の評価は、右の欄となります

が、活動内容は多様なニーズに対応した事業に

積極的に取り組みますとともに、外国人材の増

加に対応するため、みやざき外国人サポートセ

ンターの運営や、日本語教育体制の整備に取り

組んでおりますことからＡ、財務内容は県から

の受託事業費が収益の多くを占めており、今後

も自己収益増に取り組む必要がございますこと

からＢ、組織運営につきましては、最小限の人

数で運営されておりますけれども、職員の体制

強化に取り組む必要があることなどからＢとし

たところでございます。

最後に令和３年度の事業計画についてであり

ます。こちらは、同じ資料の75ページ以降に掲

載しておりますけれども、前年度とほぼ同じ内

容となりますので、説明は省略させていただき

たいと思います。

説明は以上です。

○日髙委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。委員の皆さんから質問はございませんでしょ

うか。

○濵砂委員 今、４つの財団法人の説明をいた

だきましたが、宮崎県だけでなくて、各県全部

同じような機構があるんですか。

○串間企業振興課長 企業振興課で所管してい

ます機械技術センターは、恐らく工業技術セン

ターと同じような目的、支援内容というのがあ

りまして、工業技術センターということで、公

の組織として多分全国にあるかと思います。

公益財団法人産業振興機構も先ほどの法律に

よりまして、各県に一つ、知事が認定する機関

が全国各地にあると思っております。

○飯塚観光推進課長 観光協会についても全国

各県にございます。

○濵砂委員 159ページの宮崎県観光協会の県関

与の状況で、県補助金が平成30年度が３億円、

令和元年度が２億9,200万円、２年度が７億7,900

万円の補助金が出ているんです。内容を見ると、

国内外からの観光誘客促進のためセールスプロ

モーションといったものが書いてあるんですけ

れども、５億円程度増えているんです。

コロナ禍の問題もあったんでしょうが、どう

いう内容だったんですか。

○飯塚観光推進課長 いわゆるコロナ対策の旅

行促進に関する事業が大半でして、国費が大半

でございます。

○濵砂委員 国費を県におろして、それが全体

的にということなんですか。

○飯塚観光推進課長 旅行促進の事業を協会が

担っていただくということで、例えば現在行っ

ているジモ・ミヤ・タビキャンペーンにつきま

しても、そのような感じになっております。

○太田副委員長 資料８ページの公益財団法人

国際交流協会は国際交流ということで、いろん

な言語に対応できる人がいらっしゃるんだろう

と思いますが、まず、そういった外国語対応が

できる人というのはどのくらい組織内にいるの

でしょうか。
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また、観光業とか、いろんな対応もしなけれ

ばいけないところもあると思うんですけれども、

ボランティアでもそういう人がいらっしゃるの

でしょうか。

○吉田オールみやざき営業課長 嘱託職員９名

のうち、語学の堪能な方が、基本的には英語に

なりますけれども数名いらっしゃいます。

あと、多様な言語がございますので、そのよ

うな方はボランティア登録をしていただいてお

りまして、ニーズに応じて派遣するというよう

な形で対応させていただいております。

○太田副委員長 英語が基本でしょうけれども、

どんな言語に対応できるのでしょうか。

○吉田オールみやざき営業課長 在住外国人と

してたくさんいらっしゃる中国の方、それから

韓国の方、あとフィリピンのタガログ語、今後

ニーズが増えてくるであろうと考えているベト

ナム、そのような方に対しては対応が可能な体

制は取っているところでございます。

○太田副委員長 同じような感じでお聞きしま

すと、７ページの宮崎県観光協会もＭＩＣＥと

かいろいろあるようで、国際化を図られた組織

にしなきゃいかんところがあるのかなと思うと、

事務局の中には、そういう言語対応できる人と

いうのはいらっしゃるんでしょうか。

○飯塚観光推進課長 現在はおりません。

○太田副委員長 いなくてもそんなに問題はな

いんですね。

○飯塚観光推進課長 まさしくオリパラとか、

当課もスポーツランド推進室も対応する場合が

ありますので、その場合はオールみやざき営業

課におります交流員の方と連携して対応させて

いただきます。

○坂口委員 気がかりなのが、言語の通訳能力

が完璧であっても、宗教とか文化を理解してい

ないと、とんでもないトラブルになったりしま

す。そこら辺はボランティア任せとかで問題が

あるものですけれども、これまでそういったこ

とでのトラブルとか、反省すべきことというの

は起こってないんですか。宗教なんかは特に食

べ物まで絡んだりとか、なかなか難しいと思う

んですけれど、そこらはどんなですか。

○吉田オールみやざき営業課長 国際交流協会

におきまして、ボランティアの養成講座等も行っ

ておりまして、その方々に対して研修等は行っ

ているところでございます。

○坂口委員 これまでに問題点というのはな

かったでしょうか。

○吉田オールみやざき営業課長 御指摘のとお

り、非常に難しい問題だと思います。特に、宗

教、食事等々、トラブルが生じやすいと思いま

す。現時点ではそのような声はお聞きしており

ませんが、今後も気をつけるように、きちんと

体制を取っていきたいと考えおります。

○日髙委員長 関連でよろしいでしょうか。そ

の他、いいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、次の報告事項に関す

る説明を求める前に、換気を含めて５分間休憩

をしたいと思います。50分になったら再開いた

しますので、よろしくお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後２時44分休憩

午後２時49分再開

○日髙委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

次に、その他報告事項に関する説明を求めま

す。

○児玉商工政策課長 常任委員会資料の９ペー
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ジをお開きください。

宮崎県中小企業振興条例及びみやざき産業振

興戦略の令和２年度における主な取組状況につ

いて御報告いたします。

９ページに条例と戦略の概要を記載しており

ます。

宮崎県中小企業振興条例は、中小企業の振興

により本県経済の発展と県民生活の向上を図る

ことを目的に、平成25年４月に施行したもので、

３つの基本理念を掲げ、条例に基づく主な施策

の実施状況については、毎年度公表することに

なっています。

次に、みやざき産業振興戦略は、県総合計画

の未来みやざき創造プランの商工業に関する分

野別計画として策定しているもので、計画期間

は令和元年度から令和４年度までとなっており

ます。

付加価値の高い産業の振興と良質な雇用の確

保を目指し、数値目標を設定して、具体的な施

策を盛り込んでおりまして、当戦略につきまし

ても、各施策の実施状況等については、毎年度

公表することになっております。

本日は、中小企業振興条例で掲げる基本方針

の商工業分野における具体的な施策がみやざき

産業振興戦略に盛り込まれていることと、県内

の事業者のほとんどが中小企業者でありますこ

とから、両者を併せて、産業振興戦略の柱に沿っ

て御説明させていただきます。

なお、条例と戦略、それぞれの取組状況の詳

細につきましては、お手元に別冊資料として記

載してお配りしておりますので、後ほどまた御

覧いただければと思います。

では、常任委員会資料の10ページを御覧くだ

さい。

戦略の３つの方針ごとに令和２年度の主な実

績をまとめておりますので、御説明いたします。

なお、令和２年度は、新型コロナ対策として実

施した事業が多くありましたので、特に新型コ

ロナ対策として実施したものについては、黒丸

で示しております。

まず、方針１の将来にわたって地域の経済と

雇用を支える企業・産業の振興についてであり

ますが、今後、人口減少が確実に進んでいく中

で、持続可能な経済社会を築いていくことがま

すます重要になる中、地域を支える企業や産業

を育成するという方針の下に行った取組であり

ます。

主な実績としましては、項目の１番目ですけ

れども、地域経済を牽引することが期待される

成長期待企業26社に対して、企業成長促進プラッ

トフォームによる集中的な支援を行うとともに、

成長期待企業に続く企業として、未来成長企業

の選定を行ったところであります。

２の中小・小規模企業の振興としましては、

商工会等を通じた専門家の派遣でありますとか、

若手経営者養成塾の開催、よろず支援拠点等で

の相談対応に取り組んだほか、新型コロナ対策

として、減収の大きい小規模事業者に対する小

規模事業者事業継続給付金の支給や、低利な融

資等による金融支援を行ったところであります。

また、３の成長産業の振興にありますように、

フードビジネス、医療機器といった本県の強み

を生かした成長産業の育成、４の戦略的な企業

立地と定着促進にあります、県外事務所や市町

村と連携しながら県外企業へのアプローチ、既

に県内に立地した企業へのフォローアップを実

施したところであります。

11ページをお願いします。

５の商業・サービス業の振興では、商店街の

にぎわい創出につながる市町村の取組への支援
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ですとか、商店街のリーダーやインターネット

を活用した販路拡大に取り組む事業者への研修

等を行い、また新型コロナ対策として、市町村

と連携した消費喚起策を実施いたしました。

６の観光の振興については、後ほど観光推進

課からも観光入込客統計調査結果を御説明させ

ていただきますが、県境や国境をまたいだ旅行

が大きく制約を受ける中、宿泊・ゴルフ場予約

サイトを活用したプロモーション等に取り組ん

だところであります。

次に、12ページをお願いします。

方針２、みやざきで暮らし、みやざきで働く

人財の育成・確保であります。生産年齢人口が

減少する中、県内企業の働き方改革の促進や若

者の県内定着、多様な人材の活躍推進を図る方

針の下に取り組んだものであります。

具体的には、１にありますように、事業所に

おける働きやすい環境づくりを促す取組や、２

の若者の県内就職促進と離職防止では、県内高

校等に企業のＰＲ動画や企業体験動画をお届け

したり、３番目の黒丸にありますとおり、コロ

ナ禍の影響で対面での採用活動が制限される中、

オンライン形式での大学生等と企業のマッチン

グ等を行ったところであります。

次に、３のＵＩＪターンの促進では、県内外

４か所に設置した、宮崎ひなた暮らしＵＩＪセ

ンターにおいて就職相談に応じたほか、コーディ

ネーターを配置し、県外大学生に向けた就職情

報の提供を行ったところであります。

また、項目の４、５及び６にございますとお

り、女性や高齢者、外国人といった多様な人材

に就業し、活躍していただくために、職業訓練

の実施やマッチングの支援、外国人材を受け入

れる企業に向けた個別相談会等を行ったほか、

技能者の育成や職業訓練に取り組んだところで

あります。

13ページをお願いします。

方針３、企業の成長等を促す各種支援ですが、

海外展開や新技術の開発など、新しいビジネス

や成長に向けた取組に一歩踏み出す企業を後押

しするという方針の下に取り組んだものであり

ます。

１の海外展開の促進では、新型コロナの影響

で活動が制限される中、輸出に取り組む企業に

対し、海外専門家による支援や海外ＥＣサイト

を利用した販路拡大支援などに取り組んだとこ

ろであります。

２の新技術の開発や活用等の支援では、工業

技術センターや食品開発センターによる技術移

転や、産学官の共同研究グループによる調査や

研究開発に対する支援に、14ページの３、事業

承継支援では、宮崎県事業承継ネットワークを

通じた事業承継診断やマッチング支援に取り組

み、31件の成約があったところであります。

４の起業・創業支援につきましては、創業予

定者向けのセミナーの開催や商工団体等を通じ

た助言など、また、５の支援ネットワークのさ

らなる強化では、中小企業支援ネットワークの

再構築を行ったところであります。

15ページをお願いします。

成果指標の一覧を掲載しております。表の右

から２つ目の列です。計画２年目の列というの

がありますが、ここは昨年の実績であります。

表の真ん中あたり、新規開業事業所数が、統計

の関係で未確定になっておりますけれども、製

造品出荷額等が比較的堅調である一方で、やは

りコロナの影響により観光消費額や輸出額が減

少をしております。

今後とも、市町村、事業者、関係機関等と連

携を取りながら、戦略の目標として掲げる付加

令和３年９月16日(木)
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価値の高い産業の振興と良質な雇用の確保を

図ってまいりたいと考えております。

私からの説明は以上でございます。

○吉田オールみやざき営業課長 同じく常任委

員会資料の16ページをお願いいたします。

令和２年度のみやざきグローバルプランに基

づく取組について御報告をいたします。

みやざきグローバルプランにつきましては、

令和元年６月に策定をいたしまして、１の策定

趣旨にありますとおり、世界の国・地域との経

済をはじめとします多様な分野における交流や、

地域社会における外国人との共生など、グロー

バルな視点から取り組む施策を本県の重要施策

の一つと位置づけまして、関係機関・団体等と

連携・協働し、総合的かつ計画的に推進してい

るところでございます。

また、２の位置付けにつきましては、県の総

合計画、未来みやざき創造プランのグローバル

関連施策に関する部門別計画として、令和元年

度から令和４年度の計画期間となっております。

このプランの推進体制としましては、庁内に

設置しましたみやざきグローバルプラン推進本

部を中心に、関係部局が連携しまして、海外事

務所等の海外拠点機能等を活用しながら、下の

体系図にありますとおり、グローバル経済交流

の強化、グローバル人材の育成・確保、多文化

共生社会づくりの推進、国際交流・国際協力の

促進の４つの施策を推進しております。

17ページをお願いいたします。

１、令和２年度の主な取組につきまして、各

施策ごとに主な内容を御説明いたします。

まず、施策Ⅰ、グローバル経済交流の強化で

すが、①海外への展開促進としましては、２つ

目のポツになりますけれども、コロナ禍で渡航

しての販路開拓が困難な中、巣籠もり需要等で

増えたＥＣ─インターネット通販の需要を捉

えまして、６月議会で議決をいただきました補

正予算によりまして、企業が行う海外のＥＣサ

イトを活用した販路開拓の支援を実施いたしま

した。

また、②海外からの誘致推進としましては、

韓国、香港の現地航空会社が国際線の遊覧飛行

を行った際に、機内にて本県観光のＰＲを実施

しますとともに、中国やタイにおいては、積極

的なデジタルプロモーションを行ったところで

ございます。

次に、施策Ⅱ、グローバル人材の育成・確保

ですが、①グローバル社会に対応できる幅広い

人材の育成として、１つ目のポツになりますけ

れども、コロナ対策を徹底しながら、県の国際

交流員３名による国際理解講座等を実施します

とともに、②産業分野での人材の育成・確保と

しまして、２つ目のポツになりますが、医療、

介護、農業、漁業、建設業の各分野におきまし

て、外国人材の受入体制整備に努めたところで

ございます。

18ページをお願いいたします。

次に施策Ⅲ、多文化共生社会づくりの推進で

すけれども、①外国人住民への支援として、地

域日本語教室を計８回開催しますとともに、令

和元年度に設置した外国人サポートセンターの

円滑な運営に努めたところでございます。

また、②外国人と共生する地域社会づくりと

しまして、２月に外国人災害サポートボランティ

ア養成講座を開催いたしました。

次に、施策Ⅳ、国際交流・国際協力の促進で

すけれども、①国際交流の促進として、１つ目

のポツになりますが、リアルな交流が制限され

る中におきまして、本県と台湾の高校生同士の

オンライン交流を支援いたしました。
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②国際協力の促進につきましては、例年行っ

ておりますブラジルからの県費留学生の受入れ

に関して、調整を行ってまいりましたけれども、

新型コロナの影響が長期化したことによりまし

て、最終的には来日が延期となったところでご

ざいます。

最後に２、成果指標の進捗状況ですが、プラ

ンで設定した９つの成果指標について、令和２

年度は新型コロナの影響を大きく受けまして、

外国人宿泊者数やクルーズ船寄港回数をはじめ、

多くの指標が昨年を下回る結果となったところ

でございます。

コロナ収束の見込みもまだ見えない状況では

ございますけれども、必ず来るであろうコロナ

の収束を見据えまして、現在できることを着実

に実行しながら、令和４年度の目標達成に向け

て推進してまいりたいと考えおります。

私からの説明は、以上です。

○飯塚観光推進課長 常任委員会資料の19ペー

ジをお開きください。

令和２年宮崎県観光入込客数統計調査結果の

概要につきまして、御報告いたします。

この調査は、県内の観光地204地点及び集客イ

ベント14地点で行っております。

まず、１の調査時期は、令和２年１月１日か

ら12月31日までであります。

次に、２の調査結果概要、（１）観光入込客数

です。表１を御覧ください。令和２年は下から

４行目の合計の欄にありますとおり、1,019

万7,000人回で、前年比35.8％減少しており、こ

のうち県外客は481万7,000人回で、前年比33.1

％減少、うち訪日外国人は４万人回で前年比88.6

％減少となっております。県内客は538万人回で

前年比38.0％減少となっております。

入込客数が減少した要因としましては、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う国の緊

急事態宣言や、県の感染拡大緊急警報が発出さ

れるなど、県内外において外出自粛が要請され

たことによる影響が大きく、特に、訪日外国人

に関しましては感染拡大に伴い、観光目的での

入国が制限されたことが大きく影響しました。

次の20ページを御覧ください。

（２）観光消費額です。令和２年の本県の観

光消費額は、表２の下から４行目にありますと

おり、合計で1,043億9,900万円で、前年比43.0

％減少しており、このうち県外客は705億600万

円で前年比46.2％減少、うち訪日外国人は27

億3,400万円で前年比84.4％減少となっておりま

す。

県内客は338億9,300万円で前年比34.9％減少

となっております。

説明は以上でございます。

○海野経営金融支援室長 常任委員会資料の21

ページをお開きください。宮崎カーフェリー株

式会社について御報告いたします。

資料は総合交通課との連名になっております。

６月の常任委員会では、令和２年度の経営状況

等について御報告したところですが、今回は、

今年度の取組状況等について御報告させていた

だきます。

１の新船建造の状況であります。新船就航に

向け、順調に建造が進んでいると聞いており、

先日、１隻目のフェリーたかちほの進水式を10

月20日に実施すると会社から公表されたところ

でございます。

次に、２の九州各航路の状況であります。各

年度の４月から７月、４か月間の貨物と旅客の

輸送実績を記載しております。

表の中ほど、太枠の中、神戸－宮崎航路を御

覧ください。貨物については、トラック輸送台
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数でありますが、４か月累計が２万788台で、昨

年度からは若干回復傾向にあるものの、表の一

番右の欄に記載していますとおり、コロナ前の

令和元年度を100とした場合、令和３年度は93.3

％となっています。

次に、旅客については、輸送人員が２万1,485

人で、貨物と同様に回復傾向にはあるものの、

コロナ前の令和元年度を100とした場合、令和３

年度は36.2％となり、特に厳しい状況となって

おります。

他航路の状況ですが、表の一番下の志布志航

路については、コロナ前の令和元年度を100とし

た場合、令和３年度は貨物が97.7％、旅客が42.5

％となっており、神戸－宮崎航路と比べて回復

が早い結果となっています。

この要因として、志布志航路については、積

載量などのスペックは宮崎カーフェリーとほぼ

同等規模ですが、平成30年の新船就航により、

大幅な個室化が図られており、新型コロナの感

染拡大以降、トラックドライバー、旅客ともに、

個室が選ばれる傾向が強くなっていることから、

この個室需要を取り込んだ結果と推測しており

ます。

次に、３の会社の対応についてでありますが、

宮崎カーフェリーでは、引き続き、記載してお

りますような中小企業基盤整備機構が派遣する

外部アドバイザーの活用や、各種キャンペーン

を実施しながら、貨物対策、旅客対策を実施し、

経営の安定化を図ることとしております。

また、資料にはありませんが、新船では客室

やドライバーズルームなどの大幅な個室化が図

られ、個室化率は現船の約10％から約50％と大

幅に増加しますので、今後、新船就航を契機と

して、個室需要を確実に取り込んでいくことと

しております。

なお、宮崎カーフェリーは、10月の進水式を

皮切りとして、テレビやウェブなど、各種媒体

を活用した大型プロモーションを県内外で展開

する予定と伺っております。

コロナ禍での厳しい経営環境にありますが、

引き続き、総合交通課や中小機構などと連携し

ながら、宮崎カーフェリーへの支援を実施して

まいります。

説明は以上であります。

○兒玉雇用労働政策課長 雇用労働政策課でご

ざいます。常任委員会資料の23ページをお開き

ください。

第11次宮崎県職業能力開発計画骨子案につい

てであります。

８月25日に書面開催した、令和３年度第１回

職業能力開発審議会において、骨子案について

の検討を行い、24ページにお示ししております

骨子案とすることで承認をいただいたところで

ございます。

24ページを御覧ください。

表の左側が、本年４月28日の商工建設常任委

員会において御提示させていただいたもの、右

側が今回改めてお示しする骨子案でございます。

修正の主な趣旨でございますが、県職業能力

開発審議会や県議会、関係機関からの御提言を

踏まえるとともに、策定に向けた作業が開始さ

れた新たな宮崎県総合計画を議論する審議会に

おいて議論されました本県の課題等について、

職業能力開発計画におきましても問題意識を共

有し、内容に反映させるための修正を行うもの

であります。

具体的には、１つ目の柱として、前回お示し

した案では、産業構造・社会環境の変化を踏ま

えた職業能力開発としていた部分について、変

化の要因の一つとして、ＤＸ─デジタルトラ



- 46 -

令和３年９月16日(木)

ンスフォーメーションの進展を明記いたしまし

て、施策の方向性を明確にするために、柔軟に

対応し、さらなる生産性向上に資すると追記し

たところでございます。

また、２つ目の柱につきましては、全員参加

型社会の実現を目指す背景といたしまして、総

合計画審議会でも言及のあった、人口減少・生

産年齢人口減少という課題があることを明記い

たしました。

５つ目の柱につきましては、職業能力開発審

議会において、支援に関する情報の支援を必要

とする人にしっかり届けることの重要性につい

ての御意見をいただきましたので、関係機関と

連携して取り組むべき事項として、情報発信を

追記したところでございます。

今後とも、宮崎県総合計画等との整合性を図

りつつ、今後策定作業を進めていく計画案にお

きましては、より県民の皆様に分りやすい内容

となるよう、用語や表現にも留意しながら、23

ページに参考としてお示ししたスケジュールに

沿って策定作業を進めてまいりたいと考えおり

ます。

以上でございます。

○中尾スポーツランド推進室長 常任委員会資

料の25ページを御覧ください。

東京オリンピック・パラリンピック事前合宿

についてであります。

まず、１の事前合宿の受入状況であります。

詳細は表に記載のとおりですが、６競技、８か

国、計12チーム、総勢324名の海外代表チームを

受け入れました。

コロナ禍の合宿でもあり、非公開でありまし

たが、ＳＮＳやホームページにより、各チーム

の練習状況の様子などを発信したところであり

ます。また、選手やチームからも宮崎合宿に関

するＳＮＳ等での発信も多く見られたところで

あります。

２の交流事業の状況についてであります。新

型コロナ感染症予防の観点から、対面での交流

ができない状況ではありましたが、（２）のとお

り、アメリカ女子サッカーの合宿期間中、宮崎

市内の女子サッカーチームに対し練習の様子を

公開したり、（３）のとおり、ドイツ陸上チーム

の合宿では、赤江小学校の児童による応援メッ

セージや、選手の活躍を祈願した千羽鶴を選手

滞在ホテルに掲示するとともに、宮崎市内の陸

上競技を学んでいる児童に対し、練習を公開す

るなどの取組を行ったところです。

その他、県のホストタウン登録国に対する応

援メッセージ動画を制作し、選手が宿泊するホ

テル等で放映を行ったところです。

３の新型コロナ感染症対策でありますが、滞

在期間中、選手団に対する毎日のＰＣＲ検査や、

移動時の徹底した感染症対策を実施し、陽性者

の発生は皆無であったところであります。

最後に４のメダル獲得状況であります。詳細

は、表に記載のとおりですが、本県が受け入れ

ました全ての競技でメダルを獲得する結果とな

りました。

今後とも縁起のよい、結果の出るキャンプ地

宮崎をアピールするとともに、今回の受入れの

経験を生かし、スポーツキャンプ合宿の積極的

な誘致、受入れに取り組んでまいります。

続きまして、常任委員会資料の27ページを御

覧ください。

木崎浜サーフィンセンターの整備及びネーミ

ングライツの導入についてであります。

2019ＩＳＡワールドサーフィンゲームスなど

の大規模大会が開催された木崎浜は、全国的に

地名度が高く、本県を代表するサーフスポット
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であることから、さらなる環境の充実を図るた

め、令和２年度からサーフィンセンターの整備

に取り組んでいるところであります。

この施設については、民間事業者等からのネ

ーミングライツを導入することで、その収入を

維持管理費用に充てる予定としております。

１の施設概要であります。宮崎市の木崎浜海

岸に、完成イメージ図にありますとおり、鉄筋

コンクリート造平屋建の施設を整備し、コイン

式温水シャワー、更衣室、放送設備のほか、Ａ

ＥＤや自動販売機を設置する予定としておりま

す。

総事業費でありますが、約7,000万円で、地方

創生拠点整備交付金を２分の１活用することと

しております。

整備スケジュールにつきましては、昨年度設

計を行い、今年８月に着工しているところであ

り、来年４月から供用開始を予定しております。

次に、２のネーミングライツについてであり

ます。年額300万円程度で、愛称の定着を考慮し、

５年の期間で募集を行いたいと考えております。

今後のスケジュールでありますが、応募受付

期間を９月30日から10月29日とし、12月にスポ

ンサー企業を決定し、命名開始につきましては、

供用開始と同様の来年４月を予定しております。

県といたしましては、本県を代表するサーフ

スポットである木崎浜の環境整備を進めるとと

もに、持続的な施設運営に努めてまいりたい考

えております。

○吉田オールみやざき営業課長 お手元の常任

委員会資料の28ページをお願いいたします。

私からは新宿みやざき館ＫＯＮＮＥ飲食店舗

運営業務依託先の公募について御報告申し上げ

ます。

１のこれまでの取組についてであります。新

宿みやざき館ＫＯＮＮＥ２階飲食店舗につきま

しては、宮崎県ならではの食材やメニューを提

供することで、宮崎県の食の魅力を首都圏の方

々に直接実感してもらうなど、県産品の認知度

・好感度の向上や販路の拡大に取り組んでいる

ところであります。

表にございますとおり、売上額、客数の実績

につきましては、令和元年度までは順調に推移

しておりましたけれども、新型コロナウイルス

感染拡大による休業要請や時短営業の影響によ

りまして、残念ながら、令和２年度以降は減少

となったところでございます。

２の運営業務委託の状況についてであります

が、現在は株式会社エー・ピーカンパニーに運

営を委託しておりますが、その委託期間が令和

４年３月までとなっておりますことから、今回、

依託先の公募を行い、来年度以降の依託先を選

定したいと考えております。

３の依託先選定の考え方についてであります

が、委託期間につきましては、（１）にあります

とおり、令和４年４月から令和９年３月までの

５年間を予定としております。また、運営方針

につきましては、（２）にありますとおり、①の

県産加工品の提供・ＰＲ、宮崎県の食材・味を

メインに活用したメニューの提供や、②の季節

や旬、テーマ、地域に応じた定期的なフェアの

開催、さらには、③の体験・交流イベント、オ

ンラインイベントへの活用や１階ショップとの

連携などの取組を実施することで、宮崎県なら

ではの食材の魅力の発信や店舗を活用した交流

機会の創出を図ってまいりたいと考えておりま

す。

４の今後のスケジュールにつきましては、来

月、10月１日に公募を開始し、11月下旬には候

補者を選定したいと考えております。

令和３年９月16日(木)
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その後、契約に向けた手続を進めまして、令

和４年４月１日の次期委託業務開始を目指して

まいります。

私からの説明は以上であります。

○日髙委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。委員の皆さんから質疑はありませんでしょ

うか。

○二見委員 木崎浜のサーフィンセンターは県

が造られる施設なんですよね。

○中尾スポーツランド推進室長 そのとおりで

ございます。

○二見委員 ここの運営については、ネーミン

グライツとは全く関係ないところになるんです

か。

○中尾スポーツランド推進室長 隣接するトイ

レがございまして、そこについては、宮崎市に

管理委託をお願いしているところでございます

けれども、現在、併せてこのサーフィンセンタ

ーの委託について、宮崎市と協議を行っている

ところでございます。

○二見委員 まだ何も決まってないところです

か。指針も何もないんですか。

○中尾スポーツランド推進室長 まだ決定では

ございませんけれども、委託については宮崎市

と協議を進めているところでございます。

さっきのネーミングライツの企業とはまた別

の扱いという形になります。

○二見委員 高校生の県内就職の割合が厳しい

時代から、いろんな取組をされて大分上がって

きたと思うんですけれども、その中で、高校生

たちに地元の企業を知ってもらうということと、

保護者の方々にも見てもらうというのもあった

んですけれど、僕が言っていたのは、学校の就

職担当の先生にもちゃんと理解してもらわない

といけないというところだったんです。

これは教育委員会サイドのことだと思うんで

すが、商工サイドからそういった方々への働き

かけというのは、されてきたんでしょうか。

○兒玉雇用労働政策課長 学校への働きかけで

ございますが、これは教育委員会と役割分担し

ておりまして、教育委員会は、エリアコーディ

ネーターという方を６名ほど配置して、県立学

校を回っております。

私どもは、私立学校を中心といたしまして、

昨年度は４名の就職支援専門員を配置しまして、

企業と学校とをつなぐという形で訪問をさせて

いただいている状況でございます。

○二見委員 そういった方々から、課題なり、

手応えなり、そういった話は聞いていらっしゃ

いますか。

○兒玉雇用労働政策課長 やはり教員の方の中

にも、県内の企業をあまり知らないという方も

いらっしゃって、その方々にいかに知っていた

だくかということが必要であると思っておりま

す。また、うちのほうでも生徒を企業に訪問さ

せたりといったことをやっておりますが、やは

り、教職員や親にも企業を見ていただくとか、

知っていただくようなことも、今後さらに展開

していきたいと思っております。

○二見委員 学校でも進路指導、進学、就職と、

いろいろ担当がいると思うんで、教育委員会も

そこをしっかり押さえることなんだろうと思う

んです。まずそこをしっかりしてもらわないと、

恐らく一般の先生方というのは、地元の企業と

か知らないと思います。家もどこかに拠点を置

いていても、通勤される方も多いし、地域の方

々との交流というのも大分減ってきていると思

います。

それは致し方ないと思うんですけれども、た

だ押さえるべきところはしっかり押さえるとい
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うことをやっていただければ、恐らくもうちょっ

と効果は出てくるんだろうなと思っていますの

で、今後も御尽力お願いいたします。

○兒玉雇用労働政策課長 委員の御提言も踏ま

えまして、今後さらに進めてまいりたいと考え

ております。

○坂口委員 第11次宮崎県職業能力開発計画に

ついて、資料の中身じゃないんですが、例えば、

計画骨子案のＤＸ─デジタルトランスフォー

メーションというんでしたかね─これなんか

も日本語で表記して、デジタル技術の正しい利

活用とか、そういった意味を表す言葉にすると

僕らにも意味が分かります。その下のリテラシ

ーも辞書を引かんと分かりません。

松形知事の頃から、極力日本語を使おう、若

い人から年寄りまで、あらゆる人に理解できて、

通常使われる言葉をやっぱり使っていこうと本

会議で何度か確認されているんです。

ところが、最近は政府がエビデンスなんて言っ

ています。商工観光労働部じゃないんですけれ

ども、総合政策部を中心に、もう一回原点に戻っ

て、こういった長期計画とか、県民全体に周知

していくような文章のときは、日本語によるべ

きだと思うんです。

外来語とか、造語とかのほうが、より分りや

すいときもあるんです。そういうのはあくまで

も例外的で、そちらのほうが結果的によかろう

というものに限らないと。片仮名文字の使い方

というのは、もうちょっと神経を使われるべき

じゃないかなという気がするんです。兒玉課長

に聞くこと自体が酷ですけれども、たまたまこ

れがあったもんですから。

○兒玉雇用労働政策課長 先ほど報告の中で、

なるべく分りやすい用語を使っていくというお

話をさせていただきました。

これにつきまして、例えば、デジタルトラン

スフォーメーションでありましたら、進化した

デジタル技術を浸透させることで、人々の生活

がよりよいものに変革していくこと。ＩＣＴリ

テラシーであれば、情報通信機器を使いこなし

て、膨大な情報の中から自ら情報を取捨選択し

て、本当に必要なデータを選定する能力といっ

た言葉でございます。

本文をつくる際には、そういった日本語に置

き換えてまいりたいと考えております。御指摘

ありがとうございます。

○坂口委員 そうですね、リテラシーなんかも

意味がだんだん変わってきて、本国自体でその

とき、そのときで示す意味が違ってきてます。

だから、ましてやその国の言葉を国内で使うと

きには、そういう方向がいいかなと思います。

余談になるけれども、ここに載せられて初め

てＤＸの意味を正しく、何を言っているのか分

かりました。以前僕は船で通信をやっていたけ

れども、船の通信用語のＤＸというのは、ディ

スタンス・トランスメート、遠距離との交信を

意味する略語なんです。なので、何で遠距離の

人たちとの交信の進展と第11次計画が関係ある

んかなと、そんなふうに受け取ったのです。

だから、そこは原点に返ったほうがいいよう

な気がします。

○兒玉雇用労働政策課長 おっしゃるとおりで

ございまして、デジタルトランスフォーメーショ

ンがＤＸという言葉で使われていますけれども、

これはトランスというのが交差するという意味

があって、クロスと同義語で使われていて、英

語ではクロスのことをＸと略しているらしいと

私も最近知りました。

しかし、県民から見ると非常に分りにくい言

葉だろうと思いますので、おっしゃるとおり日
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本語に置き換えたりということを、しっかりと

やってまいりたいと感じております。

○太田副委員長 25～26ページに東京オリン

ピック、パラリンピックを含めた合宿地が書い

てありますけれども、ホテルはどこに泊まった

のでしょうか。

○中尾スポーツランド推進室長 キャンプ地と

してフェニックス・シーガイア・リゾートと書

いてあるところは、シーガイアのホテルでござ

います。それからトライアスロン、パラトライ

アスロンでみやざき臨海公園等と書いてありま

すけれども、ここについてもシーガイア、ある

いはラグゼ一ツ葉でございます。

ひなた宮崎県総合運動公園につきましては、

青島のＡＮＡホリデーでございます。

○太田副委員長 資料を見ると、宮崎県に合宿

に来た人がみんなメダルを獲得したような感じ

がします。

延岡市の場合だったら、陸上、柔道で金メダ

ルを取った人は手形、足形を駅前につけて顕彰

しているんです。外国人だからそこまでする必

要はないかとは思いますが、各ホテルで、自分

たちのホテルに泊まった人は金メダルを取った

んだよ、銅メダルを取ったんだよと顕彰したり

してみると、その旅館、ホテルのブランドが上

がるかなと思ったりしました。

また、そのキャンプ地の公園とか総合運動公

園の入り口に、こういう歴史があったよという

のを載せたりするのもいいのかなと思ったとこ

ろですが、何かそんな考えでもありますか。

○中尾スポーツランド推進室長 チームが滞在

している間に、おもてなしについてすごく感謝

をされました。そのお礼として、Ｔシャツであっ

たり、サインボール、ユニフォームといったも

のの寄贈を受けておりますので、ホテル内で飾っ

ておられるところでございます。

○日髙委員長 太田副委員長から話しがあった

ようにメダリストの方の手形とか、何か形が残

ることによって、その国との関係人口が増えて

いくんじゃないかなという気持ちもあります。

せっかくここでキャンプしていただいたという

形を残していただくというのも大事かなと思い

ます。

もう一つ、18ページの国際交流促進について、

各学校や高校同士でオンラインで交流したりと

かあるんですけれども、これはこれから増えて

いく計画があるんでしょうか。

○吉田オールみやざき営業課長 オンライン交

流につきましては、コロナ禍の中で実施してい

るところではございますが、基本的には行った

り来たりして、フェイス・トゥ・フェイスで交

流することが基本だろうと思っております。

ですので、可能であれば、やはり現地に赴く、

こちらに来ていただくということで事業を進め

たいと考えております。

○日髙委員長 今、コロナ禍で本当に動くこと

ができない状況の中でも、オンラインで各校が

いろんな国際交流を行うことは可能なので、今

のうちに関係人口をどんどんつくっていくこと

は、本当に大切なことだと思うんです。

皆さんが旅行に行くときに、観光地もそうか

もしれないですけれども、やっぱり自分の知り

合いがいるところに行きたいと思うんです。

僕は今、夜も食事に行くことがないんで、ク

ラブハウスというのをやらせていただいます。

１か月前にタイの人たちが30人ぐらいいるとこ

ろに入ってしまって、そしたら、日本人だとい

うことでいろんな話で盛り上がりました。そこ

で、宮崎県の話をさせてもらったら、行ってみ

たいということで、コロナが落ち着いたらみん
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なで行こうよと話をしています。

このようなことは、コロナ禍だからできるこ

とかなと思いますので、ぜひ進めていただきた

いと思います。

○飯塚観光推進課長 今年度の取組なんですが、

外国からの教育旅行を受け入れられないので、

本県の有機農業の紹介や農家体験を香港とオン

ラインで実施するなどの取組をやっておりまし

て、将来につなげたいと思っています。

○中尾スポーツランド推進室長 先ほどの関係

でございますけれども、今回の受入れを契機に、

例えば来年世界パラ陸上がございますけれども、

ドイツのパラ陸上チームが事前合宿をぜひとも

宮崎県でしたいといったような声も上がってお

り、ＳＮＳ等ですごく発信力のあるドイツの女

子陸上選手がいるんですけれども、全世界に向

けて宮崎県のよさをアピールしたりといった効

果も生まれております。

そういったつながりを大事にして、今後また

合宿誘致に励んでいきたいと考えております。

○窪薗委員 28ページのＫＯＮＮＥでございま

すが、今度委託先を公募するということのよう

ですけれども、令和元年度は４万5,000人、売上

額は約9,600万円ということで、東京にある事業

所にしてはどうかなという気がします。せめて10

万人近く来るような仕掛けができんのかなとい

うことで、残念な気もします。

今まで、エー・ピーカンパニーがやっていた

ということですけれども、また来年４月から５

年間ということですが、継続になるのか、それ

とも、新たな依託先として考えているところが

あるのでしょうか。

○吉田オールみやざき営業課長 来客数、売上

額ともに御満足いただけないという御指摘、重

く受け止めております。力不足もあったのかな

ということでございます。

次期事業者につきましては、まだ今から公募

ということではございますけれども、県内、県

外含めて、今の御指摘のような、物足りない結

果に終わらないような提案をいただく事業者さ

んを募集して、選定してまいりたいと考えてお

ります。

○窪薗委員 １回は私も行ったことがあるんで

すが、新宿のちょっと外れたようなところで、

どっちかといえば、建物の陰になっているよう

な場所だったかなという記憶があるんですけれ

ども、できたら、東京ですから10万人以上ぐら

いの人が来るような、そういう仕掛けができな

いのかなという気がします。

宮崎県であれば、３～４万人もあればいいと

思うんですが、日本のど真ん中ですので。いろ

んな宮崎ならではのものを仕掛けていくという

働きや努力は、今までなかったのでしょうか。

また、塚田農場の鳥の関係は影響しなかった

のかどうか。その辺を教えていただけますでしょ

うか。

○吉田オールみやざき営業課長 ＫＯＮＮＥが

ございますのは、新宿サザンテラスという新宿

の一等地でございます。民間企業の本社等が建

ち並んでおりまして、かなりの人通りがござい

ます。やはりその人通りを取り込んでいけるよ

うなメニューでありますとかフェアなどを、認

知度向上に向けて、県としても一体となって進

めるべきであったかと考えております。

新しく募集はいたしますけれども、次の業者

がどなたになるのかは、今後の公募の状況によ

りますが、県としましても、一体となって来館

数が増えるような取組に邁進してまいりたいと

思っております。

○窪薗委員 一等地と言われましたけれど、一
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等地でこのぐらいのもんなんでしょうか。先ほ

どから言うように、もうちょっといくような気

もします。

今回公募するに当たって、宮崎県のＰＲに通

じるようなものをいろいろと提供できるような

会社はいっぱいあると思います。東京ばかりじゃ

なくて、大阪、福岡あたりでも、結構成功して

いる会社があると思うんです。

そういった方向にも呼びかけながら、東京だ

けにしておくんじゃなくて、全国に視点を置い

て公募されたらどうかなという気がしてならな

いんですけれども、その点はどうでしょうか。

○吉田オールみやざき営業課長 ただいまの御

指摘を重く受け止めまして、県としても精いっ

ぱい頑張ってまいります。また、公募に当たり

ましては、全国、あるいは県内、いろんな企業

にお声かけもしていきたいと思っております。

○坂口委員 関連してですけれども、今回まで

はやっぱりこれで事業は更新していくしかない

かなと思います。

本来、あそこは宮崎の県産品を宣伝して販路

を拡大していくことが目的のはずですから、そ

こで食べさせるという前提はなくすべきだと思

うんです。結果的に、一番の目的である宮崎産

品の地名度をいかに上げて販路が拡大できるか

が重要で、そのためには食を通じてでも他の方

法でもいいんです。

それは公募する方が提案されたものを受け入

れるいうのが、結果よしにつながるんじゃない

かという気がするんです。

将来のことなんですけれども、今回のリニュ

ーアル、あるいはその前の最初の投資を見ても、

本来は公共投資であるので競争性─いわゆる

入札で、誰でも競争できる条件でないといけな

いけれども、こんな契約方法で業者選定をやっ

ても大丈夫なんかなというぐらいでした。極端

に言ったら、言葉が適当でないかもしれません

けれども、ひもがつけられるみたいな中での競

争だった。

今後は場所を変わることも考えて、今言われ

るようにあの一等地で５万人も来ないというの

は、僕らから見ても何なのそれって思います。

今、あそこを辞めるわけにはいかないので、今

度まではしょうがないと思うんです。ただ次の

５年後にはどうするかというのも考えないと。

僕は、これはやっぱり県がやることとして競

争性はかなり制約される、これだけでもアウト

だと思うんです。結果的によそに行けばもっと

高くなるとしても、それは公共投資、公取引の

中では、全てを満たした条件の中であるべき方

法で業者を選定した結果、あそこよりも高くなっ

ちゃいましたというのは、むしろそうあっても

当然だと思うんです。

そこまで含めて、将来の求めるべき姿という

のを考えてやってほしいなという気がします。

○吉田オールみやざき営業課長 御指摘ありが

とうございます。重く受け止めまして、県とし

ての対応をきちっとしていきたいと考えており

ます。

また、ＫＯＮＮＥにつきましては、委員御指

摘のとおり、食べさせることが目的ではなく、

認知度向上であったり、県産品が売れるという

ことが最終目標であろうと思いますので、その

辺も踏まえた選定としてまいりたいと思ってお

ります。ありがとうございます。

○坂口委員 これは今後考えることかも分から

んけれども、オフィス街とかでほとんどサラリ

ーマンの方々だけが通行するところよりも、む

しろもう少し田舎でも、主婦の方がたくさん来

るよというところのほうが、結果的にいいかも
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分かんないし。

さっきのように、競争を求める場合に制約条

件があまり大すぎるところは、ほかの方法がな

い最後の手段として選んでいくべきで、僕はこ

こは適切な場所ではないと思います。そこはぜ

ひ慎重に。

○吉田オールみやざき営業課長 慎重に検討し

てまいりたいと思います。御指摘ありがとうご

ざいます。

○二見委員 今の答弁でいいんですけれども、

あそこの新宿というところと、高級品のブラン

ドが集まるような銀座であるとか地域性もある

と思うんです。

そこら辺については、髙島屋にいらっしゃっ

たり、東京にいらっしゃった丸山次長が一番詳

しいと思うので、ＫＯＮＮＥの課題や何が強み

なのかというところもしっかり把握していらっ

しゃるでしょうから、責任持ってフォローして

いただけると思います。

○丸山商工観光労働部次長 新宿ＫＯＮＮＥの

リニューアルのときに東京におりまして、まさ

に銀座がいいのかとか、新宿でいいのかという

議論から、いろいろ本課とさせていただきまし

た。

たまたま新宿が大きく生まれ変わる、バスタ

新宿という新しい新宿で、あそこの価値がすご

く大きく変わるというタイミングでしたので、

このタイミングであそこのリニューアルという

のは大事だろうというような方向で、整理させ

ていただいた記憶がございます。

今、坂口委員おっしゃいましたとおり、あそ

こで物を食べさせるだけじゃなくて、県の認知

度向上、情報発信というのが最終一番の目的で

すので、現状を踏まえてそこがどうあるべきか

というのは、常々しっかり頭に置いて検討を進

めていきたいと思っております。どうもありが

とうございます。

○日髙委員長 そのほかでよろしいでしょうか。

それでは請願の審査に移ります。継続請願第

３号「労働者支援の拡充を求める請願」につい

て、執行部から何か説明はありますでしょうか。

○兒玉雇用労働政策課長 特に、ございません。

○日髙委員長 関連して委員から質疑はござい

ませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、以上をもって、商工

観光労働部を終了いたします。執行部の皆様お

疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時48分休憩

午後３時52分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

次に、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、21日火

曜日に行いたいと思います。

開会時刻は13時10分としたいのですが、よろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それではそのように決定をいた

します。

その他で、何かありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、以上をもって本日の

委員会を終わります。

午後３時53分散会
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令和３年９月21日（火曜日）

午後１時９分再開

出席委員（８人）

委 員 長 日 髙 陽 一

副 委 員 長 太 田 清 海

委 員 坂 口 博 美

委 員 濵 砂 守

委 員 二 見 康 之

委 員 窪 薗 辰 也

委 員 来 住 一 人

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主幹 田 部 幸 信

議事課主任主事 牛ノ濵 晋 也

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に、

各議案につきまして、賛否も含め、御意見をお

願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時９分休憩

午後１時９分再開

○日髙委員長 それでは、再開をいたします。

これより議案の採決を行います。

議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいでしょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔「個別に」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、採決は個別採決によ

り行います。

まず、第１号議案について、原案のとおり可

決することに賛成の方の挙手をお願いいたしま

す。

〔賛成者挙手〕

○日髙委員長 挙手多数。よって、第１号議案

については、原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。

次に、議案第26号について、原案のとおり可

決することに賛成の方の挙手をお願いいたしま

す。

〔賛成者挙手〕

○日髙委員長 全会一致ということで、議案

第26号につきましては、原案のとおり可決すべ

きものと決定をいたしました。

次に、請願の取扱いについてであります。

請願第３号「労働者に対する支援の抜本的拡

充を求める請願」についてでありますが、この

請願の取扱いも含め、御意見をお願いいたしま

す。

暫時休憩いたします。

午後１時11分休憩

午後１時12分再開

○日髙委員長 委員会を再開をいたします。

お諮りをいたします。請願第３号を継続審査

とすることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○日髙委員長 挙手多数によって、請願第３号

は継続審査とすることと決定をいたしました。

次に、委員長報告骨子案についてであります。

委員長報告の項目及び内容について御意見を

お願いいたします。

暫時休憩いたします。
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午後１時12分休憩

午後１時13分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくことで御異議ありませんでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りした

いと思います。

商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査について継続審査といたしたいと思いま

すが、御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 御異議ありませんので、この旨

議長に申し出ることといたします。

次に、県外調査につきましては、御案内のと

おり、正副委員長において今年度は実施しない

ことといたしましたので、御了承ください。

次に、閉会中の委員会についてであります。

暫時休憩いたします。

午後１時14分休憩

午後１時18分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

11月１日の閉会中の委員会につきましては、

先ほどお話がありましたように、宮崎日機装株

式会社と国道220号の危険箇所の調査を行いた

いと思いますが、御異議ございませんでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

その他で何かありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、以上で委員会を終了

いたします。

午後１時19分閉会
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